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1

原著

青年前期にあるダウン症児の社会参加に対する親の思いと取り組み

Parents’ Thoughts and Approaches for Social Participation of 
Early Adolescent Children with Down Syndrome

 1）山内通恵  2）吉永砂織  3）鶴田来美

Michie Yamauchi, Saori Yoshinaga, Kurumi Tsuruta

Abstract
This study aims to clarify the parents’ thoughts and approaches regarding the social participation of 

their early adolescent children with Down syndrome (DS), and examined how community nurses should 
support them in the future. For these purposes, semi-structured interviews were conducted with five 
parents and contents were analyzed using qualitative and descriptive research method.

Overall, the parents’ responses and approaches could be grouped into the following five categories: 1) 
lifestyle acquisition and building a healthy body; 2) building interpersonal relationships for support; 3) 
respecting individuality; 4) realizing a normal life; and 5) connection between parents. In specific terms, 
the parents worked on “lifestyle acquisition and building a healthy body” and “building interpersonal re-
lationships for support” so that their children could effectively adapt to social groups in their everyday 
lives. The parents also focused on “respecting individuality” and “realizing a normal life” in every possi-
ble situation. However, because the parental counseling support system for resolving parents’ anxieties/
worries was somewhat insufficient, the “connection between parents” was indispensable for supporting 
the children’s social participation. This finding indicates that when promoting the social participation of 
children with DS, it is necessary to enhance the support system for parents in parallel with the support 
for the children.

要旨
本研究は、青年前期にあるダウン症（以下、DS）児の社会参加に対し親にはどのような思いや取り組みがあるのか

を明らかにし、今後、障害児・者の自立支援を担う看護職者の支援の在り方を検討することを目的に、5名の親を対象
に半構造化面接を実施し、質的記述的に分析を行った。

親は、DS児が社会集団に適応できるよう【生活習慣の獲得と健康な体づくり】や【受援のための対人関係づくり】に
取り組んでいた。あらゆる場面で【個性を尊重】し、【ノーマルな生活の実現】を願う親の思いがあった。しかし、親の
相談支援体制は十分とはいえず【親同士のつながり】が子どもの社会参加を支えるために必要不可欠であった。この
ことから、障害児・者の社会参加の促進においては子どもへの支援と並行し、親への支援体制も充実させていく必要
性が示唆された。

キーワード：青年前期、ダウン症児、社会参加、親、思いと取り組み
 early adolescent, down syndrome, social participation, parent, thoughts and approaches
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I. 緒言

2006年の障害者権利条約採択以降，「障害のあ
る人もない人も，互いに支え合い，地域で生き生
きと明るく豊かに暮らしていける社会」を目指す
ノーマライゼーションの理念が地域に広がってい
る。加えて 2013 年の障害者総合支援法施行後，施
設から地域社会で生活する障害者の割合は増加し，
障害者の社会参加がより一層後押しされている。
地域においては，障害者に配慮したバリアフリー
住宅や，移動の整備，情報へのアクセシビリティ
への対応など様々な制度サービスが地域生活を見
据えた社会資源として整備されつつある（内閣府，
2019）。一方で，障害者が地域の中で生活を送るに
は，同居する親が障害児・者の最も身近な支援者
となり，様々な困難を要している（糸賀，2003；厚
生労働省，2018）。そのため，障害児を育てる中で
親は，親という子どもを守る存在がいなくなった
後の「社会制度に対する不安」「世間の理解に関わ
る不安」「子どもや障害への恐怖」（野口，2013）な
どが報告されている。また親亡き後も子どもが一
人で生活できるだけではなく，社会の中で居場所
が確保されることを望んでいる（仁尾，2009）。こ
れらのことから障害児・者の社会参加が進む中，
親は障害を持つ子どもの将来の社会生活への不安
を多く抱えているといえる。

親は障害をもつ児が地域での生活を継続できる
よう，子育てに関する不安や悩みに対して，サポー
トネットワークを広げるように努めている（千葉，
2014）。特に，同じ障害を持つ子どもの親同士の積
極的サポートには同じような不安を共有すること
が精神的な支えとなり，サポートネットワークを
通じたつながりが社会との接点として大切な場と
なっている（金泉ら，2013）。しかしながら，親が社
会との接点が少ない場合，その影響は子どもに引
き継がれていくおそれがある（飯島ら，2002）。

ダウン症児（以下，DS児）は700人に一人という
割合で出生しており，近年の晩婚化に伴う高齢出
産の増加に伴い出生頻度は増加傾向にある（Kajii，
2008）。DS児の50％以上は先天性心疾患やその他
様々な合併症を有している。かつては短命と言わ
れていたが，周産期医療や小児医療の発展，治療
管理の充実により平均寿命が著しく延び，障害児・

者の地域で活躍する姿が多く見受けられるよう
になっている。ノーマライゼーションの理念が地
域に広がる中，今後さらに自宅で生活するDS児
の増加が予測される。看護職者には人々の自分ら
しい生活を支えていく役割が課せられており，障
害児・者の社会参加を支えるための支援について
も期待が寄せられていると考える。先行研究によ
ると，特に学齢期から社会参加への移行期に最も
支援の分断が起こりやすいとされるものの（千葉，
2014），社会参加に向けた支援の現状や課題等に
関する研究はみられない。

そこで本研究では，青年前期にあるDS児の親
は子どもの社会参加に対しどのような思いや取り
組みがあるのかを明らかにし，今後，障害児・者の
自立支援を担う看護職者の支援の在り方を検討す
ることを目的とした。

II. 方法

1. 研究デザイン

本研究は，社会参加への移行期にある青年前期
のDS児を養育する親にはどのような思いや日常
的な取り組みがあるのかを知るため，半構造化面
接を用い質的記述的研究による分析を行った。

2. 調査方法

1）研究対象者
本研究の対象者は，青年前期にあるDS児の保

護者である。社会参加に対する親の思いや取り組
みを明らかにするため，児と同居していること，
児がダウン症候群の医学的診断を受けていること
を対象選定基準とした。基準に該当するA県B特
別支援学校の施設長に協力を依頼し，研究参加の
募集を行った。中学部1～3学年に在学するダウン
症候群の医学的診断を受けている生徒5名の保護
者のうち，研究の趣旨へ同意の得られた生徒4名
の親5名（1組は両親）を対象とした。

2）データ収集方法
調査は，2019年8月に対象者と日程調整を行っ

たうえ，個別に約60～90分間の半構造化面接を実
施した。面接前に再度，文書と口頭で研究計画概
要を説明し，書面にて同意を得た。面接場所は研
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究対象者のプライバシーが確保できる個室にて
実施し，面接内容は対象者の同意を得てICレコー
ダーに録音した。

面接時に研究対象者の年齢，子どもの年齢，身
体障害者手帳および療育手帳の有無および等級を
問う質問紙調査を行った。面接はインタビューガ
イドを用い，青年前期にあるダウン症児の学校生
活など日常生活の様子や地域社会との関りに対す
る親の思いや取り組みについて尋ね，自由な語り
を促した。

3. 用語の定義

1）社会参加
青年期は，学童期までの親との密着した生活か

ら，地域社会へとつながりを拡張する時期である。
よって，本研究では，社会参加を「社会とつながり
をもとうとする行動」とした。

2）青年前期
A県の特別支援学校では13～15歳が中学部，16

～18歳が高等部である。本研究では，特別支援学
校中学部を青年前期とした。

4. 分析方法

面接内容は，対象者ごとに逐語録を作成した。
作成した逐語録から，対象者の語りの文脈を尊重
しながら，青年前期にあるDS児の社会参加に対
する親の思いや取り組みについて意味内容を損な
わないように文脈または段落ごとに要約し，254

のコードを抽出した。次に，類似したコードを集
めて抽象度を高めながら53のサブカテゴリー，14
のカテゴリーを形成した。最終的に，「青年前期に
あるダウン症児の社会参加に対する親の思いや取
り組み」を示す5つのコアカテゴリーを生成した。
カテゴリー化のプロセスにおいては，研究者間で
分析内容の確認を繰り返し行い，信頼性と妥当性
の確保に努めた。

5. 倫理的配慮

研究対象者に対して，研究説明文書と口頭にて
研究概要を説明し，研究参加への同意を得た。研
究説明文書には，本研究の目的，研究方法，個人名
の匿名化，個人情報の取り扱いおよび保管，研究
参加に対する参加・拒否・撤回の自由およびプライ
バシーの保持について明記した。研究への参加に
同意しない場合でも児の学校生活に影響すること
が一切ないことを説明した。本研究を実施するに
あたり「宮崎大学医学部医の倫理委員会」にて承
認を得た（研究番号O-0517）。

III. 結果

1. 研究対象者の概要

対象者は，母親4人，父親1人の計5人であった。
年齢は，30～50代であった。

対象者の子どもは，特別支援学校中学部に通う
12～15歳のDS児であった。全員が療育手帳の等
級A（重度）を所持していた（表1）。

青年前期ダウン症児の社会参加のための支援の検討

対象者 年齢 続柄
面接時間
（分）

子どもの概要

年齢
身体障害者
手帳

療育手帳等級
(区分)

A 50代 母 85 15 なし A(重度)

B 40代 父 90 15 なし A(重度)

C 40代 母 90 14 なし A(重度)

D 30代 母 60 13 なし A(重度)

E 40代 母 80 15 なし A(重度)

表1　研究参加者の概要
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2. 青年前期にある DS児の社会参加に対する

親の思いや取り組みの分析結果

作成した逐語録をデータとし，親の思いや取り
組みの類似性を合わせた53のサブカテゴリー，14の
カテゴリー，5つのコアカテゴリーを生成した（表2）。
以下，青年前期にあるDS児の社会参加に対する
親の思いや取り組みについて，コアカテゴリーご
とに結果を記述していく。なお，本文中の【　】は
コアカテゴリー，≪　≫はカテゴリー，『　』はサ
ブカテゴリーを表す。

1）【生活習慣の獲得と健康な体づくり】
【生活習慣の獲得と健康な体づくり】は，≪心身

の健康状態の安定≫，≪セルフケア能力の育成≫，
≪緩やかな成長への見守りと支援≫の3つのカテ
ゴリーから構成された。

親はDS児の成長に伴い，これまでの『定期的な
医療機関受診による健康管理』に加え，『障害を理
由に水泳教室への入会を断られても何度も掛け合
う』ことで，『周囲の理解による合併症の予防と早
期発見』に向け『スイミングスクールを活用した
肥満予防』や『場に応じた感情のコントロール』な
ど，≪心身の健康状態の安定≫を図ることに努め
ていた。また，『生活スキルの育成』を促し，『自分
で食事を作らせることでの偏食改善』，『友だちと
の運動による体力づくり』，『スイミングスクール
に通い運動への関心を高める』ことにより，≪セ
ルフケア能力の育成≫に努めていた。

親は日々，『様々な経験の積み重ねによる発達
支援』をし，『親の思いを押し付けない』，『他の子
どもと比べない』よう心がけ，『成長を促すための
声掛け』や『好きなことをしているときの見守り』
など，≪緩やかな成長への見守りと支援≫に取り
組んでいた。

2）【受援のための対人関係づくり】
【受援のための対人関係づくり】は，≪家庭内で

の身辺自立の促し≫≪人と結び合える礼儀作法の
習得≫≪頼れる友だちづくり≫≪自分らしさの創
出できる居場所づくり≫の3つのカテゴリーから
構成された。

親は，家庭内では『食事・清潔の自立のための反
復練習』を行い，排泄の自立が困難と感じたとき

には，『排泄後の処理を実演練習』し，身辺の自立
を促していた。外出時は，『一人での移動・外出時
の安全確保と見守り』や『交通ルールを教えるこ
とで安全に外出する』必要があり，子どもが自立
してできることと介助が必要な部分を見極めなが
ら≪家庭内での身辺自立の促し≫を行っていた。
また，家族以外の『友だちとの関わりの中でルー
ルやマナーを学習』することや『人に接するとき
の挨拶の習慣化』，『周囲に可愛いと言ってもらえ
るよう身なりを整える』こと，『場に応じた身だし
なみを整える』ことが必要となり，≪人と結び合
える礼儀作法の習得≫に取り組んでいた。

青年前期は学童期と異なる生活環境の下，『好
きな音楽を通じた友だちづくり』や『年齢の違う
友だちとの関わりづくり』，『一般の中学生との交
流』による『助け合える友だちづくり』，『家族以外
との接点づくり』にて，将来に向けての≪頼れる
友だちづくり≫の形成に努めていた。

また，『色々な体験から好きなことを発見』し，『音
楽やダンスなど好きなことで自分らしさを表現』す
ることや，『好きな活動を通じ居場所を見つける』
ことで，≪自分らしさを創出できる居場所づくり≫
をしていた。

3）【個性を尊重】
【個性を尊重】は，≪成長を認め能力を高める関

わり≫，≪得意分野での活動促進≫の2つのカテ
ゴリーから構成された。

親は，DS児が『できるようになるまでの経過が
長いことを理解』し，『成長とともに出現する苦手
を把握』し，『表情を見て気持ちを読み解く』，『心
のゆとりある対応』を心がけていた。また，『親離
れとともに子離れを意識』しながら≪成長を認め
能力を高める関わり≫をしていた。さらに，『ドラ
ムが得意になったことでやり遂げる自信の獲得』
や，『スイミングスクールを通じた得意なことの
発見』，『得意なダンスや音楽にて学校の発表会で
活躍』できるようになり，≪得意分野での活動促
進≫を通して個性が発揮されることに強い思いを
抱いていた。

4）【ノーマルな生活の実現】
【ノーマルな生活の実現】は，≪将来への不安≫，
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35 親離れとともに子離れを意識

得意分野での活動促進
36 ドラムが得意になったことでやり遂げる自信を獲得
37 スイミングスクールを通じた得意なことの発見
38 得意なダンスや音楽にて学校の発表会で活躍

ノ
ー
マ
ル
な
生
活
の
実
現

将来への不安
39 生涯親が面倒を見きれない不安
40 地域に頼れる人がいない不安

差別のない地域づくり

41 ノーマルな生活のための体制づくり
42 子どものうちから地域とのつながりづくり
43 障害のある部分への理解
44 本人のペースを理解した合理的配慮
45 地域の人にダウン症の障害を知ってもらう機会づくり

将来の見通しを立て協力を得る
46 学校での読み・書きの学習支援
47 収入を得るために好きなことを取り入れた職業訓練
48 日々変化のある生活を送れる福祉施設の検討

親
同
士
の

つ
な
が
り

保護者同士のよろず支援
49 同じダウン症児の親同士による不安や悩み相談
50 幼児期からの保護者同士の支え合い
51 保護者同志のつながりが続くことへの安心感

将来のロールモデル
52 卒業後の生活に関する情報不足感
53 先輩母親から情報収集することによる将来設計

表2　青年前期にあるダウン症児の社会参加に対する親の思いと取り組み
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≪差別のない地域づくり≫，≪将来の見通しを立
て協力を得る≫の3つのカテゴリーから構成され
た。

親は，『生涯親が面倒を見きれない不安』，『地域
に頼れる人がいない不安』のように，≪将来への
不安≫があった。また，親は子どもの『ノーマルな
生活のための体制づくり』に取り組んでおり，『子
どものうちから地域とのつながりづくり』や，『障
害のある部分への理解』，『本人のペースを理解し
た合理的配慮』，『地域の人にダウン症の障害を
知ってもらう機会づくり』の必要性，すなわち≪
差別のない地域づくり≫への思いを抱いていた。

青年前期のDS児は，『学校での読み・書きの学
習支援』と並行し，中学部では『収入を得るために
好きなことを取り入れた職業訓練』への参加があっ
た。また，親は子どもの将来に向け『日々変化のあ
る生活を送れる福祉施設の検討』を始め，≪将来
の見通しを立て協力を得る≫ことができるよう地
域生活に備えていた。

5）【親同士のつながり】
【親同士のつながり】は，≪保護者同士のよろず

支援≫，≪将来のロールモデル≫の2つのカテゴ
リーから構成された。

DS児の親は『同じダウン症児の親同士による
不安や悩み相談』，『幼児期からの保護者同士の支
え合い』があり，その中では『保護者同志のつなが
りが続くことへの安心感』をもたらし，お互いが
≪保護者同士のよろず支援≫サポーターとなって
いた。また親は，DS児の『卒業後の生活に関する
情報不足感』を持ちながらも，幅広い年齢層の親
同士が情報を語り継ぐことで『先輩母親から情報
収集することによる将来設計』に役立てるなど≪
将来のロールモデル≫となっていた。

IV. 考察

本研究では，青年前期にあるDS児の親には，社
会参加に対し【生活習慣の獲得と健康な体づくり】

【受援のための対人関係づくり】【個性を尊重】【ノー
マルな生活の実現】【親同士のつながり】という思
いや取り組みがあることが明らかになった。その
背景に，青年前期の発達課題と特徴を捉え，ダウ

ン症を有するという個性を尊重し，誰もが公平に
必要な支援を受けられる地域社会であってほしい
という親の思いがあり，その実現に向け様々な取
り組みを実践していた。これらの青年前期にある
DS児の社会参加への親の思いや取り組みに対し，
地域で障害児・者の自立支援を担う看護職者の役
割について考察する。

青年前期にあるDS児の親は，DS児に特徴的と
もいえる緩やかな成長を見守りながら，規則正し
い生活習慣を身につけさせ，セルフケア能力を高
めていくための【生活習慣の獲得と健康な体づく
り】に取り組んでいた。DS児は，知的障害や自閉
症などの障害をもつ者が多く，その障害の特性か
ら健常児に比して，特に思春期以降は食事，運動
などの生活習慣が乱れやすく，心身の健康に問題
を生じやすいことが報告されている（中ら，2002；
和田，2013）。障害児の健康管理，生活習慣病予防
やメンタルヘルス対策には，健康的な生活習慣を
形成していくことが重要な課題であることが指摘
されている（津田ら，2007）。しかしながら，本研
究対象者の中には障害を理由に水泳教室などの
入会を断られるケースがあることが語られた。ま
た，著者らの地域における障害児・者の運動参加
に関する報告においても，障害児の親には児が運
動に参加するための情報が少ないことや仲間がい
ないこと，活動できる場所がないなど，運動に参
加する機会が得られにくい状況があった（山内ら，
2018）。

世界保健機関（WHO）のオタワ憲章（1986年）に
おいてヘルスプロモーションとは，「人びとが自
らの健康をコントロールし，改善することができ
るようにするプロセスである（WHO，1998）」とし
ている。ヘルスプロモーションにおいては，人々
が自らの健康課題を主体的に解決するための技能
を高めるとともに，それらを実現することを可能
にするような環境づくりが重要であることが示
されている。地域における障害児・者の心身の健
康の保持増進を図るためには，障害の有無に関わ
らず健康の保持・増進を自らのこととして認識し，
日常生活の中で健康問題に対処できる知識や技
術，態度を身に付ける必要がある。地域住民の健
康を支援する看護職者は，障害児・者が自身の健
康に目を向け主体的に健康の保持増進に努めるこ



7南九州看護研究誌.Vol.20.No.1（2022） 青年前期ダウン症児の社会参加のための支援の検討

とが出来るよう，早い段階から他職種と連携し積
極的に障害児・者と関わりをもち，支援者の繋が
りを強化していく役割があると考える。

また，本研究においてDS児の親は，外出にて実
践的な交通ルールを体験することで生活場面に即
した社会ルールへの理解を促し，社会の中で人と
の関りを知る機会づくりとしていることが考えら
れた。仁尾ら（2010）は，思春期・青年期にあるDS
児の親は，子どもの社会的自立に対し子どもの生
活の質を高め，社会からの支援を受けやすい環境
を整えるために，積極的に社会と関わる努力をし
ていると報告している。青年前期にあるDS児の
親には，人との関りを広げることで，DS児が必要
な支援を気兼ねなく受けられる受援関係に発展す
る【受援のための対人関係づくり】への期待があっ
たのではないかと考える。また，支援を受けるだ
けでなく，受援力を高めるために子どもが自立し
てできること，必要な支援を見極め，緩やかな成
長に合わせ社会のルールや礼儀作法を理解し，習
得するための日々の関わりがあることが推察され
た。様々な障害を抱える障害児・者については，支
援を受けることへの抵抗感や支援サービスの利用
方法が分からず家庭内で悩みを抱え込んでしまう
ことが報告されている（掘ら，2021）。宮本（2015）
は，健康問題をはじめとする生活上の困難を抱え
る情報弱者は，自力による対処能力の弱さゆえに
自己責任論を信じて，救済策による援助を受ける
資格すらないと思いこむ可能性が高いと述べてい
る。看護職者は，支援を必要とする障害児・者や家
族が支援を受ける主体者として援助を受けること
をためらうことのないよう，地域住民に対しては
啓発活動を行うとともに，障害児・者の受援力を
醸成し高めていく役割があると考える。

親については，DS児の特徴ともいえる緩やか
な成長発達に合わせた取り組みがあった。友だち
関係や周囲の人との関係に広がりを持たせるた
めに，子どもが何に興味関心を持つか，様々な活
動へのチャレンジがあった。少しでも関心を示せ
ばその活動に参加させ，ドラムなど得意がみつか
り，やり遂げることで自信がつく，このような得
意分野での活動促進は，DS児の【個性を尊重】し
た親の取り組みであると考えた。青年前期は，心
理的には親から自立するとともに，親を中心とし

てさまざまな人との関わりの中で自分の物の見方
や行動様式を身に付けていく時期である（舟島ら，
2017）。DSの有無に関わらず，青年前期は一人ひ
とりの成長の違いを認める関わりの必要性，その
中で心理的成長をもたらす人とのつながりが重要
であることが考えられた。

親には児の成長とともに，将来への期待や希望
を見出すが，そこにいつまでも寄り添うことので
きない寂しさがある。また，親亡き後に，よき理解
者がいるのか，誰が支えてくれるのか，今と変わ
らない生活を送ることができるのか，などの不安
もある。DS児の親同士での相談や，学校および地
域の福祉施設からの情報は一時的な不安軽減につ
ながる。しかし，青年前期を迎えたDS児の親の根
底には，いついかなる時も差別なく普通に生活で
きる【ノーマルな生活の実現】への思いがあった。
ニーリィエ（2001）は，ノーマライゼーションの原
理について「生活環境や彼らの地域生活が可能な
限り通常の者と近いか，あるいは，全く同じように，
生活様式や日常生活の状態を，全ての知的障害や
他の障害を持っている人々に適した形で，正しく
適用することを意味する」と述べている。ノーマ
ルな生活の側面については一日，一週間，一年間
のノーマルな生活リズムや生活習慣，ライフサイ
クルにおけるノーマルな発達的経験，個人の尊厳
と自己決定権，ノーマルな性的関係，ノーマルな
経済水準，ノーマルな環境水準が確立されること
を指摘している。よって，DS児の社会参加につい
ても，庇護される特別な存在ではなく，自らの意
思のもとにいつもと変わらない普通の地域生活を
営むことのできる社会参加への支援が求められて
いるといえる。一方で，2018年の障害者白書によ
ると，障害児・者の地域移行支援が拡大されてい
るものの，特に知的障害者の施設入所者の割合が
高いことが報告されている（内閣府，2018）。障害
児・者の生活を支える親の高齢化が進む中，障害
者総合支援法にもとづき障害者の望む地域生活の
支援体制を構築していく必要がある。そのために，
看護職者は，家族とともに障害児・者がいつ，どこ
で，誰とどのような生活を送りたいと願っている
のか話合い，ノーマルな生活の実現に向け保健医
療福祉関係者とともに検討していく必要がある。

牧山（2011）は，若年層の障害児の親には医療・
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行政サポートを窓口としたソーシャルサポートの
拡大，高齢層には親族・近隣サポートの提供など
があり，年代や性別を考慮したサポートを充実す
ることの必要性を指摘している。本研究対象者に
おいては，幅広い年齢層のDS児の【親同士のつな
がり】によってお互いの経験を語り継ぎ，不安や
悩みを軽減させていた。千葉（2014）は障害児の親
同士の語らいの場について，自身の子育ての経験
を語り，互いに経験や知恵を共有する場であり，
福祉や医療の情報を共有し，情報交換の場となる
ことで，情報にアクセスできない母親も情報収集
できる場となると述べている。すなわち，障害児・
者の社会参加への看護職者としての支援の在り方
については，子どもへの早期からの療育支援と並
行し，将来を見通した親への支援の充実が必要と
考える。親への支援については，親の抱える不安
をアセスメントし，子育ての仲間づくり，情報交
換の場となる親同士をつなぐためのネットワーク
づくりが重要であると考える。また，身近に相談
できるよう当事者同士をつなぐこと，そのネット
ワークの輪を専門職だけでなく一般住民にも拡大
していくこと，地域一体となって誰もが安心して
くらせる仕組みづくりを行うことも，今後地域で
活動する看護職者の重要な役割であると考える。

V. 研究の限界と今後の展望

本研究は，1施設のみで調査が行われたことや
青年前期にあるDS児の親のみの語りである。ま
た，ライフステージにおける一部分の親の思いや
取り組みであること，親の思いや取り組みは表裏
一体のものとして捉えカテゴリー化していること
から結果に偏りがあることを考慮する必要がある。
しかし，社会参加への移行期にある青年前期にあ
るDS児の親の語りから実際の社会参加への思い
や取り組みを明らかにしたことは，今後の障害児・
者の社会参加の促進に向けた支援体制を構築して
いく看護職者の支援役割が明らかになったと考え
る。今後の展望として，本研究結果をもとに，様々
な発達段階にある障害児・者の状況を理解しなが
ら，幅広い年代に応じた支援を検討していくこと
が重要である。

VI. 結語

青年前期にあるDS児の社会参加に対し親は，
子どもの【生活習慣の獲得と健康な体づくり】【受
援のための対人関係づくり】【個性を尊重】【ノーマ
ルな生活の実現】【親同士のつながり】への思いや
取り組みがあった。

今後，障害児・者の社会参加への促進を担う看
護職者は，子どもへの支援と並行し，親への支援
体制も充実させていく必要性が示唆された。
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医療従事者の体調不良時の勤務実態 －産科 3 次施設で勤務する
医療従事者の体調不良時の勤務実態に関する調査－

A survey regarding why the medical staff works while sick 
－Survey on the working conditions of medical personnel 

working at tertiary obstetric care facilities when they are sick－

今村友美 1），松岡あやか 2），金子政時 1）, 3）

Tomomi Imamura, Ayaka Matsuoka, Masatoki Kaneko

Abstract
This study aims to identify and provide a comprehensive understanding of the reasons obstetricians 
and nurses work when they are sick. In May 2018, we administered anonymous surveys to 96 medical 
staff members (25 obstetricians and 71 nurses) in a tertiary perinatal center  in A hospital. We received 
responses from 76 (79%) medical staff members,  including 25 obstetricians, 32 center nurses, and 19 
maternity ward nurses. Of the 76 respondents, 51 (67%) reported working sick at least once in the past 
five years. Responders would work with flu-like symptoms, including headache (68.6%) and cough (38.5%). 
Obstetricians were more likely to report to work with these symptoms than nurses in a maternity 
ward.  The  most common reason for deciding to work while sick was staffing concerns. Among  those 
who reported working while sick, 27 (52.9%) experienced worsening conditions after working. We spec-
ulate that several factors affect the decision to work when sick,  including  extreme difficulty finding 
coverage, a cultural norm to come to work unless remarkably ill,  and ambiguity about the standard 
norms that permit staying home from work.
キーワード：匿名調査，産婦人科医，病気，スタッフの悩み，仕事
 anonymous survey, obstetrician, sick, staffing concern, work

.1）　宮崎大学大学院看護学研究科

.2）　宮崎大学医学部看護学科子育て世代・子ども健康看護科学講座母性看護学領域

.3）　宮崎大学総合周産期母子医療センター

I. はじめに

日本の周産期医療の水準は世界でも極めて高く，
それを示す指標のひとつである周産期死亡率は，
諸外国と比較して極めて低いものである（厚生労
働省，2019）。このように高い周産期医療水準を維
持するためには，産科医，助産師，看護師の確かな
知識・技術と適切な連携によるチーム医療システ
ムの構築はもちろんであるが，そのパフォーマン
ス維持のためには医療チーム構成メンバーの健康

状態の維持と健康状態の把握が重要である（種田，
2012）。

感染は，病原体，感染経路および宿主の3つの
要因があって成立し，感染対策の柱として，病原
体の排除，感染経路の遮断，宿主抵抗力の向上が
挙げられる（厚生労働省，2019）。Szymczak,J. ら

（2015）による小児病院での調査において，体調不
良時に勤務することは患者を感染の危険に晒すと
いう知識があるにも関わらず，人手の心配などの
理由から83.1%の医療従事者が体調不良時でも勤
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務している現状が報告されている。このことから，
感染源となりうる医療従事者が体調不良時に勤務
することは，感染対策における病原体の排除およ
び感染経路の遮断の観点から避けるべき行為であ
るといえる。しかし，体調不良等で人員が欠ける
ことは，医療チームとしての機能の低下に繋がる
可能性があるが，この観点から，感染症対策をは
じめとした医療従事者自身の健康管理と体調不良
時の対応は，患者に安全な医療を提供するための
基本である。

また，感染対策の柱のもう一つである宿主抵抗
力の向上があるが，妊娠中の母体では胎児を異物
とみなして攻撃しないように免疫力が下がって
おり，新生児においては免疫機能が未熟であるた
め，新生児や妊婦を収容している周産期医療にお
いては，病原体の排除および感染経路の遮断によ
る厳重な感染対策が必要である。例えば，出生後
新生児集中治療室に入院中の免疫機能が未熟であ
る児は，免疫機能の未熟性から感染症が重篤化す
る危険性がある。加えて，多くの場合新生児集中
治療室は１室に複数の患者を収容しており，感染
症の伝搬が起こりやすい環境であるといえる。ま
た，母体が感染した場合，病原体が，妊娠・分娩・授
乳を通じて胎児に感染することを母子感染といい

（岡庭，2013），母子感染が他の領域の感染症と最
も顕著に異なる点は，感染源である母体から胎児
を容易に分離することができない点である（金子，
2017）。感染症の治療には多くの場合，薬剤の使用
が検討されるが，妊娠中は胎盤から分泌されるエ
ストロゲンとプロゲステロンによって生理学的変
化が起きており，薬物の体内動態が変化するため
薬効や副作用の発現が通常と異なることがある。
また，どんな薬であっても母体血中の濃度が上昇
すれば胎盤を通過し，胎児に対する影響が大きく
なる（愛知県薬剤師会，2012）。これらのことから，
重症化しやすい未熟な新生児はもちろん，妊娠中
の薬剤投与は母体や胎児への影響を考慮して慎重
に行うべきであり，感染症の治療は容易ではない。
そのため，免疫力が低下している妊婦とその胎児
や免疫機能が未熟な新生児のように，宿主免疫力
の向上が難しい状態の患者に関わる医療従事者自
身が，感染対策において病原体の排除，感染経路
の遮断および宿主免疫力の向上を徹底して行って

いく必要がある。
これらのことから，何等かのウイルス感染症も

しくは細菌感染症に医療従事者が罹患しながら勤
務することは，母体や胎児，免疫機能が未熟であ
る新生児を感染の危険に晒す行為であるといえ
る。そのため，周産期医療に携わる医療従事者は，
感染症予防対策の観点から自身の体調管理の徹底
と，体調不良時には欠勤することが望まれるが，
体調不良による欠勤の判断は医療従事者自身にお
いて行われており，軽度と思われる症状によって
は出勤している状況がみられる。体調不良時にお
ける医療従事者の欠勤の状況とそれに対する意識
を報告したものは，我々が調べる範囲では見当た
らない。

そこで本研究では，地域の周産期医療を担う産
科医療3次施設で勤務する医療従事者の体調不良
時の勤務の実態とそれに影響を与える要因，体調
不良時の今後の対応についての意識を明らかにし，
周産期医療における医療従事者の急な欠勤による
人員不足に備えるための対応や感染予防対策につ
いて意識向上のための示唆を得ることを目的とす
る。

II. 方法

1. 研究デザイン

無記名式自記式質問紙調査

2. 研究対象者および調査期間

研究対象者は，地域の周産期医療を担う産科医
療3次施設で勤務する医療従事者であり，A病院
の産科婦人科病棟，総合周産期母子医療センター
に勤務する医師，看護師，助産師を対象者とした。
調査期間は，2018年5月2日～5月31日である。

3. 調査方法および内容

医療従事者である研究対象者の基本属性と医療
従事者の体調不良時の勤務状況やそれに影響を与
える要因についての質問項目とそれに対する選択
肢を作成し，自記式質問紙を作成した。

基本属性は，性別，年齢，職種，勤務年数，配偶
者の有無，子どもの有無とした。また，体調不良時
の勤務状況は，エピソード記憶であり，その印象
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が強くなければ記憶に残っていない可能性がある
ため，過去5年間における体調不良の経験におい
て質問した。調査内容は，体調不良時における勤
務の有無，その時の自覚症状（発熱，頭痛など），体
調不良時において勤務する理由（勤務人員への心
配，上司や同僚への遠慮など），体調不良にて勤務
した後の身体状態，今後における体調不良時の対
応について選択肢を作成し，選択肢に当てはまる
ものがない場合は，「その他」項目を設けて具体的
な内容を記載してもらった。

質問紙は，研究対象者である96名の職員（医師25
名，病棟看護師28名，センター看護師43名）に配布
を行った。回収方法は，留置き法とし，各部署に回
収箱を設置して，配布から4週間後に回収を行った。

4. 分析方法

分析においては，体調不良時の勤務の有無と今
後の対応について，職種別，部署別の違いを検討
するため，医師群，病棟看護師群，総合周産期母子
医療センター（以下，センター）看護師群の3群分
けた。なお，医師においては，同じ医局に属してい
ることから部署別に群分けを行わず，医師群とし
た。3群間の比較には，Kruskal-Wallis testを用い
て検討し，有意差が認められた場合，多重比較を
行った。解析にはSPSS.ver24を用い，有意水準は
5%未満とした。結果における数値は，平均±標準
偏差で示した。

5. 倫理的配慮

本研究は，宮崎大学医学部医の倫理委員会の承
認を得て実施した（承認番号C-0035）。研究を実施
するにあたり，各部署の看護師長および医局長に
調査主旨の説明を行い，実施への理解および協力
を得た。その後，各部署の看護師長および医局長
に，研究の説明書および調査票の配布を依頼し，
調査対象者への配布を行ってもらった。各部署
に回収箱を設置し，回答および回収箱への投函を
もって，本研究への同意とみなした。また，個人が
特定されないように，無記名式自記式質問紙とし
て情報の匿名化を行った。

III. 結果

IV. 対象の属性

研究対象者96名の職員（医師25名，病棟看護師
28名，センター看護師43名）のうち76名の職員（医
師25名，病棟看護師19名，センター看護師32名）か
ら回答を得た（回答率79％，無効回答者なし）。性
別は，男性15名(20%)，女性61名(80%)であり，表1
のとおり，職種による男女人数を示している。ま
た，対象者全体の年齢は33.3±9.6歳，勤務年数は
9.9±8.6年であった。

V.	体調不良時の勤務状況と自覚症状

勤務状況については，51名（67%）が体調不良時
における勤務の経験があった。その内訳は，図1の
とおり，それぞれの職種・病棟別の体調不良時に
おける勤務経験者の割合は，医師23名（92%），病
棟看護師8名（42%），センター看護師20名（63%）で
あった。医師，病棟看護師，センター看護師の体調

医療従事者の体調不良時の勤務実態

医師 
（n=25） 

病棟看護師 
（n=19） 

センター看護師
（n=32）

性 別 （名）男 14 0 1 

   女 11 19 31 

年 齢  (歳） 38.9±8.5 30.5±8.6 33.0±89.3 

経験年数（名） 
 ～ 5 年 4 9 16 

        6～10 年 6 6 8 

11～15 年 5 2 4 

16～  年 10 2 4 

表1　対象者の属性

図1　職員の体調不良時の勤務割合（過去 5 年間）
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不良時における勤務経験の比較において，有意差
が認められた（p<0.05）。その結果を受けて，多重
比較を行った結果，体調不良時における勤務経験
がある医師数は，病棟看護師と比較して有意に多
かった（p<0.05）。表2のとおり，勤務時の自覚症
状は，職種間で差はなく，全体において，頭痛35名

（68.6%）が最も多く，次いで咳30名（58.5%），鼻汁
26名（51.0%）の感冒症状が上位を占めていた。ま
た，どの職種別にみても同様に感冒症状である頭
痛，咳，鼻汁が上位を占めていた。

VI. 体調不良時の勤務の理由

図2のとおり，体調不良時の勤務の理由（複数回
答）についての質問の結果，全体で最も多かったも
のは，「人手の心配があった」38名（75%）であった。
次に多い理由は，医師群においては「患者さんが心
配だった」10名（43%），病棟看護師群では「同僚に

申し訳なかった」，「たいしたことはないと思った」
各5名（63%），センター看護師群でも同様に，「同僚
に申し訳なかった」，「たいしたことはないと思った」
各10名（50%）であった。「同僚は体調不良時にも働
いている」という項目は、医師群3名（13%）、病棟看
護師群4名（50％）、センター看護師群5名（25％）で
あった。また，病棟看護師群4名（50%）およびセン
ター看護師群4名（20%）の割合で「上司に言い辛かっ
た」という医師群にはない項目が挙げられた。また、
医師群では「症例の連続性を懸念した」，「同僚から
疎外されたくなかった」各1名（4%）の割合で看護師
群にはない項目が挙げられた。その他の自由記載
項目における具体的な内容は，医師群において「当
直だった」，「休む選択肢がなかった」，看護師群では，

「代替要員がいないためどうしてもと頼まれた」，「鎮
痛薬等の使用で症状が改善すると思った」であった。

体調不良時に勤務した51名における勤務後の体

表2　体調不良時に勤務した職員の勤務時の自覚症状（複数回答）

頭 痛 咳 鼻 汁 発 熱 腹 痛 めまい 下 痢 嘔 吐 
35 30 26 16 16 12 9 7 

全 体（n=51） （68.6%） （58.8%） （51.0%） （31.4%） （31.4%） （23.5%） （17.6%） （13.7%） 
14 14 11 6 6 4 6 2 

医 師（n=23） 

病棟看護師（n =8） 

センター看護師（n=20） 

（60.9%） （60.9%） （47.8%） （26.1%） （26.1%） （17.4%） （26.1%） （8.7%） 
5 5 5 3 2 2 1 2 

（62.5%） （62.5%） （62.5%） （37.5%） （25.0%） （25.0%） （12.5%） （25.0%） 
16 11 10 7 8 6 2 3 

（80.0%） （55.0%） （50.0%） （35.0%） （40.0%） （30.0%） （10.0%） （15.0%） 

図2　体調不良時における出勤理由
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調についての回答では，27名（42%）は勤務後に体
調が悪化していた。体調が悪化した27名のうち13
名（48%）は，その後も勤務を続け，14名（52%）は早
退していた。

VII. 体調不良時の今後の対応

体調不良時に勤務した51名のうち「今後も体調
不良時に勤務すると思う」と回答したのは，35名

（69%）であった。表3のとおり，今後も体調不良時
に勤務すると思う理由は，医師群では「人手の心
配」9名が最も多く，病棟看護師群，センター看護
師群においても少数ながら同様の回答があった。
医師群では，「特定の仕事がある」や「医師として
当然」との回答もあった。病棟看護師群では，「子
どもの体調不良時に欠勤するため自分の体調不良
時には欠勤しにくい」との回答があった。

VIII. 考察

今回の調査において，3次医療施設であるA病
院の産科婦人科病棟，総合周産期母子医療セン
ターに勤務する医師，看護師，助産師の67%が，体
調不良時に勤務した経験があることが明らかと
なった。母体や胎児，新生児という感染症を起こ
すと危険な状態に陥り易い患者を取り扱っている
病棟において，この結果が表す医療従事者の体調
不良時の勤務実態には問題があるといえる。

風邪症状群の原因微生物は，80～90％がウイル

スといわれている。主な原因ウイルスとしては，
ライノウイルス，RSウイルス，アデノウイルスな
どが挙げられる。なかでもRSウイルス感染症は
乳幼児期において最も頻度の高い感染症であり，
2歳までにほぼ100％の小児が感染を受けると言
われている。また，そのうち30～40%が下気道炎
に至り，1～3%が重症化し入院治療を要する（堤，
2005）。特に早産児や，慢性肺疾患，肺うっ血を伴
う先天性心疾患を有する児においては重症化し
やすいとされており，本研究の対象となったA病
院においてはNICUやGCUで勤務するスタッフ
も多く含まれていたことから，RSウイルス感染
症には特に注意する必要がある。日本小児科学会

（2001）によると，新生児医療に携わる医療従事者
は感染の予防およびその感染による臨床例の発生
を最小限にする努力をしなければならないとされ
ている。そのため，医療従事者が病原体，感染経路
および宿主の3つの要因とならないように，感染
対策の柱である病原体の排除，感染経路の遮断の
ために，手洗いや手指消毒などの感染予防対策は
もちろんのこと，体調不良時には欠勤し療養する
ことを徹底して行うことが必要であるといえる。
母体や新生児を危険に晒す感染症はRSウイルス
に限らず，免疫力が低下している妊婦とその胎児
および免疫機能が未熟な新生児を取り扱う周産期
医療では，感染症全般において，感染症の伝搬は
容易に発生するということを再度理解する必要が
ある。そのためにも，日頃からの病棟単位での感
染対策についての注意喚起だけでなく，感染対策
に関する正しい知識の獲得や感染対策への意識向
上のために教育の機会を提供する必要がある。

また，92%の産婦人科医師が体調不良時におけ
る勤務の経験があり，病棟看護師と比較して有意
に多かった。産婦人科医師における体調不良時の
勤務理由として，約90％が「人手の心配があった」
と回答していた。厚生労働省による医師の労働時
間を取り巻く状況についての調査（厚生労働省，
2018）によると，産婦人科医師数は，2006年以降増
加傾向に転じてはいるが，他の領域と比較して増
加数は最も少ない。さらに，病院常勤産婦人科医
師の53.3%は，週当たり60時間以上勤務しており，
その頻度は他の領域の医師と比較して最も高い割
合であると報告されている。産婦人科医師におけ

表3　今後も体調不良時に勤務する理由 (n=35)

職種 今後も体調不良時に出勤する理由 人数 

医師 
（n=21） 

人手の心配 9 

軽い症状であれば出勤する 7 

特定の仕事がある 2 

取り巻く状況は変わらない 1 

医師として当然 1 

未回答 1 

病棟看護師 
(n=6) 

軽い症状であれば出勤する 2 

人手の心配 1 

特定の仕事がある 1 

子供の体調不良時に欠勤するため 1 

上司への遠慮 1 

センター看護師
（n=8）

軽い症状であれば出勤する 3 

人手の心配 2 

内服で症状をコントロールできる 1 

上司に相談する 1 

未回答 1 
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る人員不足と勤務時間超過の状況は全国的な問題
である。本調査においては，体調不良時の出勤理
由について「特定の仕事を実行できるのが自分し
かいなかった」，「症例の連続性を懸念した」とい
う回答が医師群に多くあげられ，医師個人の負担
や責任の重さが示唆された。高い周産期医療水準
を維持するためには，産科医，看護師，助産師の確
かな知識・技術と適切な連携によるチーム医療シ
ステムの構築が必要であり，途切れない医療の提
供が必要となる。そのためには，やはり人員の確
保は必要であり，各都道府県において，産科に制
限をかけた医学生に対する修学資金貸与や加算貸
与，医学部地域枠定員の確保など産婦人科医師定
着のための施策がされている。このように産婦人
科医師を増やすための支援において医学生におけ
る産婦人科選択の意識醸成による人員増加が必要
であるが，産婦人科医師となった後におけるキャ
リア形成環境の整備による定着が必要である。ど
のような状況であっても滞りなく医療提供でき，
安全で適切な医療が提供できるためにも，医師の
キャリア形成と就労環境整備を一体的として考え，
支援する必要がある。近年，女性医師の増加がみ
られ，時短勤務や柔軟な勤務体制作りの必要性も
あり，研修や指導を受けられる環境を作るために
も医師の派遣調整を行い，研修医および指導医の
余裕あるシフト確保を行うことで，高い周産期医
療水準を維持する必要がある。

また，看護師においても高い頻度で体調不良時
における勤務経験があり，産婦人科医師と同様に

「人手の心配があった」と回答する者が多かった。
日本看護協会による全国の病院の看護部長を対象
とした看護実態調査によると，高い離職率と看護
師数の不足感が報告されている（公益社団法人日
本看護協会，2018）。本研究の対象となったA病院
は，病棟では他の診療科と同じく患者7人に対し
て1人の看護師，総合周産期母子医療センターで
は患者3人に対して1人の看護師での看護体制であ
るが，3次医療施設であるため母体および新生児
に対する極めて高度な医療を提供しており，ケア
内容も多岐にわたり，看護師一人に対する負担は
大きい。国際看護協会（2007）の報告によると，人
員配置が単に人数の問題ではなく，患者への対応
や安全なケアの提供に影響を与えるものには，業

務量，作業環境，コスト効率・効果，患者の重症度，
看護職の技術レベル，看護職のスタッフミックス
などがあると述べられている。業務内容の見直し
を行い，効率化による業務量の軽減や患者の重症
度に合わせて人員配置を充実させていき，看護師
教育制度の充実化による看護師のスキルアップな
どを図る必要性がある。看護師教育においては，
2014年度より日本看護協会が重点事業として看護
師のクリニカルラダーの開発を行い，看護師教育
制度として取り組んでいる施設が増えている。ま
た，助産師教育では，助産師の助産実践能力を審
査し、一定の水準に達しているものをアドバンス
助産師として認証するCLoCMiPレベルⅢ認証制
度があり，助産に関する知識や技術をブラッシュ
アップする制度を設けている。このような教育制
度を活用して自己研鑽できる機会を設け，継続さ
れた高度な医療ケアの提供のためにお互いに補完
し合える充実した人的配置が行えるようにする必
要がある。

そして，人手の心配に次いで，全職種に共通し
て体調不良時の出勤理由として頻度が高かったの
は，「同僚に申し訳なかった」という，他のスタッ
フに対する遠慮である。また，「同僚は体調不良時
にも働いている」という回答も全職種で共通して
あげられた。そして，看護職に特徴的な理由とし
て「上司に言い辛かった」という回答があり，これ
らの結果は，体調不良時に欠勤することを良しと
しない職場の雰囲気に大きく関係していると考
えられ，スタッフ一人一人の意識の改善が求めら
れ，欠勤を申し出しやすい職場環境作りが必要で
ある。また，看護職において少数であるが，子ども
の急な体調不良に備えて，自身の体調不良時には
勤務することがあることも判った。これは，看護
師という女性の多い職場ならではの回答であり，
この点については，厚生労働省が定める育児・介
護休業法，子の看護休暇制度について周知を促す
必要があると考える。また，厚生労働省による看
護職員就業状況等実態調査では，離職理由で最も
高いのは，「出産・育児のため」である（厚生労働省，
2018）。さらに，岡田らによる妻または母親役割を
持つ看護師を対象とした精神健康度に関連する要
因についての検討によると，子どもの存在や家族
からの要求などの要因が精神健康度の低下につな
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がることを明らかにしている（岡田ら，2018）。母
親役割を持つ看護師が多くいることを踏まえると，
ワークライフバランスを保ちやすい職場環境作り
が重要であり，ワークライフバランスについての
教育によりお互いに柔軟に協力し合えるような職
場風土づくりが必要である。

医療従事者が体調不良時にも勤務する他の要因
についてSzymczak,J.ら（2015）は，「病欠の基準の
曖昧さ」を挙げており，特に風邪症状で欠勤でき
ないという認識が存在すると指摘している。体調
不良の程度の認識は個人差があり，自己判断に委
ねることは難しいと考える。本研究においても「軽
いものであれば勤務する」，「よほどのことがない
限り休めない」といった内容が自由記述欄に記載
されていた。昨今では，新型コロナウイルス感染
症が猛威を振るっており，軽傷・無症状患者の増
加による感染拡大が問題視されている。新型コロ
ナウイルスに限らず，例え軽い症状であっても他
の医療従事者や患者に感染症を伝搬させてしまう
リスクがあるため，症状の程度のみで出勤の判断
をすることは極めて危険である。また，本調査で
は，発熱，嘔吐，下痢などの症状を呈しながらも勤
務していた医療従事者がいることが明らかとなっ
た。これらの症状は，高い感染力を有するノロウ
イルス，呼吸器感染症，麻疹およびインフルエン
ザの可能性がある（Huttunen,R.ら，2014）。日本感
染症学会によるMRSA感染症の治療ガイドライ
ン2019（公益社団法人日本化学療法学会，2019）に
よると，アウトブレイクに対する対策として日常
的に院内における保菌者や感染者の状況把握が必
要であるとされている。

以上のことから，医療従事者は体調不良時には
所属する病棟へ速やかに報告を行うべきであり，
出勤の可否を自己判断することは避けなければな
らない。今回，周産期医療における医療従事者で
ある産婦人科医，看護師，助産師の体調不良時の
勤務の実態とそれに影響を与える要因，体調不良
時の今後の対応についての意識の実態の調査を
行った。今後は，業務量，作業環境，コスト効率・
効果，患者の重症度，看護職の技術レベル，看護職
のスタッフミックスなどの視点も加え，日常的な
人員配置や欠勤による人員不足時の対応の適切性
や病欠の判断についての調査を発展させる必要が

ある。医療機関における感染予防対策の観点から
病欠の基準を明確化する必要があり，医療従事者
自身が感染源となり患者を危険に晒すことのない
よう，特に，一人一人の意識改善やより一層の感
染予防対策の強化が重要であると考える。

IX. 結語

過去5年間において，産科医療3次施設で勤務す
る医療従事者の67%が体調不良時における勤務の
経験があった。体調不良時の勤務の理由について，

「人手の心配があった」を理由とする者が多く，医
師群では「患者さんが心配だった」，病棟およびセ
ンター看護師群では，「同僚に申し訳なかった」と
いう理由が多かった。また，体調不良時の勤務後
に体調が悪化した者が多くいた。医療従事者が体
調不良時に勤務するということは患者を危険に晒
す行為であるということを理解し，欠勤の申し出
がしやすい職場環境づくりや，感染予防対策の観
点からも病欠の基準を明確化する必要がある。
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産後の疲労感に対するセルフモニタリングが 
セルフケア行動を促進した一事例

A case whose self-monitoring on feeling of postpartum fatigue 
enhanced her self-care behavior

林 佳子 1）野間口 千香穂 2），山﨑 圭子 2）

Yoshiko Hayashi,  Chikaho Nomaguchi,  Keiko Yamazaki

要 旨
産後の母親に，産後のホルモンの変化に伴う心身の症状と産後の疲労感を測定できる産後の疲労感尺度Ver.1 

について情報提供を行ったところ，産後の疲労感尺度を用いてセルフモニタリングを行なった事例を経験した。本稿で
は，セルフモニタリングに至った状況と，セルフモニタリング後の疲労感の自覚と行動の変化について報告する。

研究方法は，自記式質問紙調査（産後の疲労感尺度Ver.1，エジンバラ産後うつ病質問票）と，退院後から産後1 
か月健診時までの期間で，産後の疲労感尺度を用いてセルフモニタリングを行おうと思った時の状況とセルフモニタリ
ング後の疲労感の自覚と行動の変化について半構造化面接を行った。

分析の結果，44のコードが抽出され，14のサブカテゴリ，5のカテゴリに集約された。「余裕の無さ」と「苛立ち」は，産
後の疲労感の増強した時の指標となることが示唆された。産後の疲労感尺度を用いて客観的にセルフモニタリング
することで，現在の自分の心身の状態に関心がむけられ，余裕をもたらすための援助要請や自分の疲労状態に応じた
セルフケア行動につながった。

キーワード：産後，疲労感，セルフモニタリング，産後の疲労感尺度，セルフケア行動
  after childbirth, feeling of fatigue, self-monitoring, scale for feeling of postpartum fatigue, self-

care behavior

.1）　医療法人人徳会.渡辺産婦人科　Watanabe.Obstetrics.and.Gynecology

.2）　宮崎大学医学部看護学科子育て世代・子ども健康看護科学講座　Dept..of.Nursing,.Faculty.of.Medicine,.Miyazaki.University

I. 緒言

産後うつ病は褥婦の5～10％に認められ，産褥
期の精神障害のなかで最も多い疾患である（Kita-
mura et al, 2006）。産後うつ病の発症時期は産後 
2～5週といわれており（宮岡，2015），出産施設を
退院した後に発症することが多いため，医療従事
者などの専門職による早期発見が難しい実態があ
る。産後うつ病の要因は，①産後のホルモンの急
激な低下，②育児に伴う疲労感・ストレス，③うつ
病の既往などがあげられている。妊娠中から産後
1年未満までの女性の死亡原因の第1位は自殺で，

自殺した妊産婦の約6割はうつ病を合併している
ことから（森ら，2016），産後うつ病の早期発見は
重要な課題となっている。

産褥早期の母親は，出産による体力の消耗や，エ
ストロゲンの急激な減少に伴い疲労しやすい状態
であるが，昼夜を問わず授乳や児の世話を担って
いるため，自分の欲求に応じて休息を取ることが
難しい。産後の母親の訴えで最も多いのは「疲労」
で，初産婦の72.2%，経産婦の61.3%が疲労を有し
ていることが報告されている（島田ら，2006）。

産後の疲労感とは，「産後の身体的特性や育児
によって睡眠時間の減少および睡眠の質が低下
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し，身体的および精神的ストレス状態が持続する
主観的な現象」と定義されている（山﨑ら，2014）。
産後の疲労感は最も多い訴えであるにもかかわ
らず，家族や周囲のものが必ずしもわかるもので
はない（Runquist, 2007；菊地ら，2006）。疲労感は
抑うつと関連があり，産後うつ病の予測因子とも
いわれているが（Bozoky et al, 2002；Corwin et al, 
2005），産後の母親は「理想の追求や完全な能力を
意識的に求める気持ちが生まれ，“母親として当
然しなければならない”という行動様式をとる。」 

（Rubin, 1984）と言われているように，自分の健康
状態に関心が向かない傾向にある。また，初産婦
は，初めての体験の連続で，未知の体験に伴う不
安と緊張が持続した状態にあることを疲労感とし
て自覚していたり，逃れることのできない母親役
割を自覚した時にも疲労感として感じていると（山
﨑ら，2014）報告されている。

そこで，本研究は，産後の母親の訴えで最も多
い「疲労感」に焦点をあて，母親が自分の疲労感を
客観的にセルフモニタリングできれば，疲労感が
蓄積しないようなセルフケア行動がとれ，産後う
つ病を未然に防ぐことにつながるのではないかと
考えた。

今回，産後の母親に産後のホルモンの変化に伴
う心身の症状と，産後の疲労感を測定できる産後
の疲労感尺度Ver.1（以下，「産後の疲労感尺度」と
いう。）について情報提供を行ったところ，産後の
疲労感尺度を用いてセルフモニタリングを行なっ
た事例を経験した。本稿では，セルフモニタリン
グに至った状況と，セルフモニタリング後の疲労
感の自覚と行動の変化について報告する。

II. 研究方法

1. 研究デザイン

自記式質問紙調査および質的記述的研究

2. データ収集期間

調査期間：2020年4月5日～2020年7月6日
（新型コロナウイルス感染症拡大のため，5月1

日～5月31日は調査を中止した）

3. 研究対象者

産婦人科医院（一次医療施設）で出産し，産後の
経過が順調な母親 1 名 
研究対象者の除外基準は，以下のとおりである。

1） 児と母子分離している母親（母子分離の例:児
の NICU への入院など）

2） 異常分娩で治療中の母親
3） 精神科疾患(既往も含む)を合併している母親

4. 研究方法

1） 研究のアウトライン（図 1）
（1） 出産施設の退院前日
　① 産後の心身の特徴について，以下の内容を

情報提供した。
　　・ 産後のホルモンの変化に伴う心身の症状，

エストロゲンの急激な低下に伴う精神症状
　　・ 授乳や育児によって消費するエネルギー量
　　・ 産後の生活リズムの変化
　② 産後の疲労感尺度の概要について説明し，

尺度を用いて研究対象者とともに測定を行
なった。なお，退院後から産後1か月健診ま
での間は，産後の疲労感尺度を用いてセル
フモニタリングすることは指示せず，研究
対象者の判断に任せた。

　③ エジンバラ産後うつ病質問票（Edinburgh 
Postnatal Depression Scale：EPDS） の 自
記式質問紙調査を実施した。

（2） 産後1か月健診時
　① 退院後から産後1か月健診時までの期間で，

産後の疲労感尺度を用いてセルフモニタリ
ングを行なった時期とセルフモニタリング
を行おうと思った時の状況，セルフモニタ
リング後の疲労感の自覚と行動の変化につ
いて半構造化面接を行った。

　② 産後の疲労感尺度，EPDSの自記式質問紙
調査を実施した。

（3） 用語の操作的定義
　①産後の疲労感

　山﨑らの定義（山﨑ら，2014）を用い，「産
後の身体的特性や育児によって睡眠時間の
減少および睡眠の質が低下し，身体的およ
び精神的ストレス状態が持続する主観的な
現象」とした。
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　②セルフモニタリング
　Wide & Garvinni ら の 定 義（Wide ら，
2004）を用い，「自らの健康や病気を適切に
管理するために，病気の症状や身体感覚を
定期的に測定したり，記録したり，観察し
て認識すること」とした。

2） 自記式質問紙調査
（1） 産後の疲労感尺度 Ver.1

産後の疲労感尺度は，身体的ストレス状態
（動くのがおっくうだ，体が重いなど），精神的
ストレス状態（気持ちが沈んでいる，落ち込む
ことがあるなど），睡眠が不足した状態（目覚め
た時にスッキリしないなど），育児困難感（授乳
が思い通りにいかない，子どもが泣いている理
由が分からないなど）の4つの下位尺度からなり，
36項目で構成されている。4段階の評定法で回
答を求め（1：そう思わない～4：そう思う），合計
点の得点範囲は36点から144点で，合計点が高
いほど疲労感が強いことを意味している（山﨑
ら，2015）。

（2） エジンバラ産後うつ病質問票
EPDSは，産後うつ病のスクリーニングと

して最も多く使用されている尺度である。10項
目で構成されており，各項目には4つの回答選
択肢が準備されている。合計点の得点範囲は0
点から30点で，得点が高いほど産後のうつ傾向
が高いことを示している。日本語版のカット
オフポイントは，8/9点とされている（岡野ら，
1996）。

3）半構造化面接
退院後から産後1か月健診時までの期間に，産

後の疲労感尺度を用いてセルフモニタリングを行
なった時期と，産後の疲労感尺度を用いてセルフ
モニタリングを行おうと思った時の状況，セルフ
モニタリング後の疲労感の自覚と行動の変化につ
いて，インタビューガイドを用いてインタビュー
を行った。インタビューの内容は以下のとおりで

ある。インタビューの録音は，研究対象者の承諾
を得て実施した。
（1）  産後の疲労感尺度を用いたセルフモニタリ

ングの時期
（2）  疲労感を測定しようと思った時の状況
（3）  疲労感を測定した結果を見て，どのように

感じたか
（4）  産後の疲労感に対して，どのように対処し

たか
（5）  疲労感に対処した後に，身体や心に変化が

あったか

5. 分析方法

1）自記式質問紙調査
産後の疲労感尺度は，出産施設の退院前日，退

院後から産後1か月健診時までの間に研究対象者
が疲労感を自覚して測定した時の合計点および各
下位尺度得点を算出し，経時的な変化をみた。ま
た，産後の疲労感尺度の合計点および各下位尺度
得点は，インタビューデータと照らし合わせて検
討した。

EPDSは，出産施設の退院前日と産後1か月健診
時の合計点を算出し，経時的な変化をみた。
2）半構造化面接

インタビューで録音したデータを逐語録にお
こし，1つのまとまりを持った意味ごとにデータ
を抽出した。データの意味内容を損なわないよう
に要約し，コード化した後，その類似性，異質性に
よって分類・集約を行い，サブカテゴリ，カテゴリ
に集約した。なお，分析においては，共同研究者間
で意見が一致するまで討議を行い，妥当性の確保
に努めた。

6. 倫理的配慮

本研究の目的・方法，研究への不参加や途中辞
退の権利，予測されるリスクと対応等について説
明を行い，文書で同意を得た。本研究は，宮崎大学
医学部医の倫理審査委員会の承認を得て実施し
た。（承認番号：O-0661）

III. 結果

研究対象者（以下，「A氏」という。）は，30代前半

産後の疲労感のモニタリングがセルフケア行動を促進した事例

【退院前日】 【産後 か月健診時】
．情報提供（保健指導）
．自記式質問紙調査
）産後の疲労感尺度
）

．半構造化面接
．自記式質問紙調査
）産後の疲労感尺度
）

図1　研究のアウトライン
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の初産婦で，妊娠貧血はみられたが，その他に異
常はなく順調な経過であった。妊娠 41週で正常分
娩し，分娩所要時間は20時間15分，分娩時出血量
は500mlであった。

1. 自記式質問紙調査の概要

1）産後の疲労感尺度の推移
A氏は，産後3週目と産後4週目（産後1か月健診

の前日）に産後の疲労感尺度を用いてセルフモニ
タリングを行なっていた。産後の疲労感尺度の合
計点および下位尺度得点の推移は，図2のとおり
である。

A氏は，産後3週目ごろから児が泣くと気持ち
に余裕が無くなり，夫や実母に対して苛立ちを感
じるようになったことから1回目の測定を行った。
1回目の測定結果の合計点は61点で，退院前日（68
点）と比べると減少していたが，下位尺度の精神
的ストレス状態の得点が12点から15点へと上昇し
ていた。その後，1週間ほど経ってから自分の疲労
感の状態を確認する目的で2回目（産後4週目：産後
1か月健診の前日）の測定を行った。2回目の測定
結果は，合計点および下位尺度の精神的ストレス
状態の得点は減少していたが，睡眠が不足した状
態の得点は産後３週目（20点）から22点に上昇して
いた。翌日の産後1か月健診時の結果は，合計点お
よび下位尺度得点ともに変化はみられなかった。
2）EPDS

EPDSの合計得点は，退院前日は 4 点，産後 1 か
月健診時は 2 点であった。自殺企図を確認するた
めの質問項目は，退院前日，産後 1 か月健診時とも

に「全くなかった」と回答し，0 点であった。

2. インタビュー結果の概要

退院後から産後１か月健診時までの期間で，産
後の疲労感尺度を用いてセルフモニタリングを行
なった時期とセルフモニタリングを行なおうと思っ
た時の状況，セルフモニタリング後の疲労感の自
覚と行動の変化について分析した結果，44のコー
ドが抽出され，14のサブカテゴリ，5 つのカテゴリ
に集約された（表１）。以下，カテゴリを【    】，サ
ブカテゴリを≪    ≫，コードを＜    ＞，A氏の語
りを「    」の斜体で示す。
1）【産後の心身の変化を自覚する】

このカテゴリは，≪産後の身体的な変化を自覚
する≫≪家事を行わずに寝ていることに気兼ねす
る≫≪児への対応に不安や困難感を感じる≫の3つ
のサブカテゴリから構成されている。

≪産後の身体的な変化を自覚する≫は，産後の
退行性変化である＜子宮収縮の痛みがつらい＞や
＜外出すると疲れやすい＞などの妊娠中には経験
しなかった産後の身体的な変化を自覚していた。
また，産後はゆっくり休息を取らないといけないと
はわかっていても，「退院してから，寝てばっかりじゃ
いけないかな。」と，≪家事を行わずに寝ているこ
とに気兼ねする≫気持ちを抱いていた。

≪児への対応に不安や困難感を感じる≫では，
＜1人で育児をすると不安を感じる＞＜児がどう
して泣くのかわからない＞という育児に伴う不安
や困難感を感じており，A氏は，産後の身体的な
変化や精神的にネガティブになっているのを自覚

図2　産後の疲労感尺度合計点および下位尺度得点の推移 
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していた。
2）【余裕の無さや周囲への苛立ちから疲労感を自
覚 する】

このカテゴリは，≪余裕が無くなるのを自覚す
る≫≪周りに対する苛立ちは疲れかもしれないと
自覚する≫の2つのサブカテゴリから構成されて
いる。

≪余裕が無くなるのを自覚する≫は，産後1～2
週頃の自分の気持ちに余裕があった時とは異なり，
産後3週目ごろから児が泣くと＜気持ちに余裕が
無くなる＞のを自覚するようになり，特に＜自分
がやらねばと思うと余裕が無くなる＞と自覚して
いた。

A氏は，余裕が無くなると＜周りに対してイラ
イラすることが多くなる＞ことや＜実母の発言に
苛立つ＞ようになった気持ちの変化に気づき，≪
周りに対する苛立ちは疲れかもしれないと自覚す
る≫きっかけとなり，産後の疲労感をセルフモニ
タリングする動機につながっていた。
3）【疲労感の状態を客観的に把握する】

このカテゴリは，≪疲労感の状態を知りたいと
思う≫≪産後の疲労感尺度の数値と自覚が一致し
納得する≫≪測定した点数を分析する≫の3つの
サブカテゴリから構成されている。

≪疲労感の状態を知りたいと思う≫では，A氏
は＜明らかに何か違うと感じる＞や＜ストレスに
疲れていると感じ（疲労感の）変化を知りたい＞と
思い，産後3週目に産後の疲労感尺度を使用して
１回目のセルフモニタリングを行った。その時の
状況を，A氏は，「明らかに自分が何か違うなって，
ストレスに疲れているって感じだったんで変化を
みたかったんです」「気持ちに余裕が無くなって，
周りに対して少しイライラすることが多くなって
きたので，これってなんかやっぱり疲れが変わっ
てきてるのかなと思って，（産後の疲労感尺度を）
測ってみようと思いました。」と語っていた。

A氏は測定した結果に対し，「一緒にした時（退
院前日）よりも，やっぱ心とか睡眠不足が変わら
ずあるなっていうのは，分かりました。」と語り，
≪産後の疲労感尺度の数値と自覚が一致し納得す
る≫と感じていた。

その後，1か月健診の前日に2回目のセルフモニ
タリングを行っているが，この時の測定しようと

思った状況について，「1か月たって自分がどう感
じているかな･･･っていうのを（知りたくて）また
やってみようって思いました。」と語っている。2
回目の測定値は，下位尺度の睡眠が不足した状態
の得点が1週間前（1回目）の20点から22点に上昇し
ており，A氏は「睡眠不足は高いのかなって思っ
たけど，体の疲れはあんまり無いなとか，（1週間
前の測定値と）見比べました。」と語り，自分が自
覚している疲労感と測定値を照らし合わせながら
≪測定した点数を分析する≫ことで自分の疲労感
を客観的に把握していた。
4）【自分の疲労状態に応じた対処方法を考え行動
する】

このカテゴリは，≪夫と実母に産後の身体の特
徴と休息の必要性を伝えわかって貰う≫≪数値を
参考にしながら疲労感が蓄積しないように対処す
る≫≪周囲に対する関わり方について考えなおす
≫の３つのサブカテゴリから構成されている。

A氏は，「夫はずっと一緒にやっていく相手だ
から一番理解して欲しいのがあって･･･」と考え
ていた。≪夫と実母に産後の身体の特徴と休息の
必要性を伝えわかって貰う≫ために，出産施設を
退院してからすぐに産後の心身の特徴について夫
と実母に伝えていた。

産後の疲労感尺度を用いてセルフモニタリン
グを行い，疲労感を客観的に把握してからは，＜
夫と一緒に産後の疲労感の数値の変化を確認する
＞ようにしていた。A氏は，「（周りは）働いて帰っ
てくるのに，私は寝てました…っていうのが申し
訳ないというか，産む前は家事も出来ていたから
休むのはいけないかな…と思っていたが，今は休
むのが大事だっていうのが分かって本当によかっ
た」と考えが変わり，＜自分の状態に応じた休息
をとる＞＜点数を見て自分だけでため込まないよ
うにしようと思う＞などの≪数値を参考にしなが
ら疲労感が蓄積しないように対処する≫考えや行
動へと変化していった。

また，A氏は，産後3週目に苛立ちが強くなっ
たのは，産後の疲労感尺度の推移から精神的
ストレス状態が強くなっていたためだと考え， 
＜心が疲れていることを自覚し少し冷静になろう
と思う＞＜イライラした時は冷静に対処するよう
にする＞ようになり，≪周囲に対する関わり方に
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ついて考えなおす≫ようになった。
5）【援助が増え穏やかな気持ちになる】

このカテゴリは，≪援助要請がしやすくなる≫ 

≪実母や夫からのサポートが増える≫≪児や周囲
に対して穏やかな気持ちになる≫の3つのサブカ
テゴリから構成されている。

カテゴリ サブカテゴリ コード

産後の心身の変化
を自覚する

産後の身体的な変化を自覚する 子宮収縮の痛みがつらい
授乳時に手首の痛みがある
外出すると疲れやすい

家事を行わずに寝ていることに気兼ねする 夫が帰宅したときに寝ていることは出来ない
自分が寝てはいられないと感じる
出産前と同じように産後も家事をやらなければならないと思う

児への対応に不安や困難感を感じる 1人で育児をすると不安を感じる
児がどうして泣くのかわからない
1人の時に児がぐずると困る
児が泣くことが多くなる

余裕の無さや周囲
への苛立ちから
疲労感を自覚する

余裕が無くなるのを自覚する 気持ちに余裕が無くなる
自分がやらねばと思うと余裕が無くなる

周りに対する苛立ちは疲れかもしれないと
自覚する

周りに対してイライラすることが多くなる
実母の発言に苛立つ
苛立つことが多くなり気持ちが変化していることを自覚する

疲労感の状態を
客観的に把握する

疲労感の状態を知りたいと思う 明らかに何か違うと感じる
ストレスに疲れていると感じ（疲労感の）変化を知りたい
疲労感が気になり測ってみたいと思った

産後の疲労感尺度の数値と自覚が一致し
納得する

疲労感の点数と自覚が一致し納得する
前回より点数が高くなっていて疲れを実感する
点数の示すとおり疲労感が持続しているのがわかる

測定した点数を分析する ２回測定した疲労感の点数を比べる
比較しながら疲労感の変化を分析する

自分の疲労状態に
応じた対処方法を
考え行動する

夫と実母に産後の身体の特徴と休息の必要性
を伝えわかって貰う

産後は疲れやすいことを周りに理解して欲しい
夫や実母に産後の心身の特徴を分かって欲しい
休息が必要なことを自分から伝えようと思う
産後は休息が必要なことを実母に知ってほしい

数値を参考にしながら疲労感が蓄積しない
ように対処する

夫と一緒に産後の疲労感の数値の変化を確認する
自分の状態に応じた休息をとる
気兼ねしながらも睡眠や食事をしっかりとる
点数を見て自分だけでため込まないようにしようと思う
点数を見て心構えをする

周囲に対する関わり方について考えなおす 心が疲れていることを自覚し少し冷静になろうと思う
イライラした時は冷静に対処するようにする

援助が増え穏やか
な気持ちになる

援助要請がしやすくなる 夫に対して心の内を言いやすくなる
夫からもっと周りに頼るほうがいいといわれる

実母や夫からのサポートが増える サポート量が増える
冷静に対応することで実母が気を使ってくれるようになる
夫からお昼に抜けて沐浴を手伝うといわれる

児や周囲に対して穏やかな気持ちになる 児に落ち着いて向き合える
余裕が増えて児に対して温かい気持ちになれる
児に対して抱いていた不安な感情が穏やかになる
サポートが増えて実母や夫に感謝の気持ちが持てる
自分のことを親身に考えてくれていることを実感する

表1　産後の疲労感の自覚とセルフモニタリング後の疲労感の自覚と行動の変化
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A氏は，夫に産後の疲労感の数値の変化を伝え
た時に，夫から「そうなんだ･･･。もっと周りに頼
るようにした方がいいよね」と言われたことで，
これまで気兼ねしていた事も言いやすくなり，≪
援助要請がしやすくなる≫と感じていた。その結
果，≪実母や夫からのサポートが増える≫ことに
つながるとともに，前述したようにA氏がイライ
ラした時に冷静に対応するようにしたことで，「（実
母は）それまではご飯のサポートって感じだった
んですが，私が言ってないけどおむつを替えてく
れたり，気を遣ってサポートしてもらえることが
増えてありがたいなって感じたり･･･」と実母の
サポートを気遣ってもらえていると受け止めるよ
うになり，情緒的に安定するようになった。

≪児や周囲に対して穏やかな気持ちになる≫
は，夫や実母からのサポート量が増えたことで，
A氏は＜児に落ち着いて向き合える＞ようになっ
たり，＜サポートが増えて実母や夫に感謝の気持
ちが持てる＞ようになり，精神的な余裕が生まれ
ることに繋がった。

IV. 考察

1. 「余裕の無さ」 と 「苛立ち」 が産後の疲労

感が増強した指標となる可能性

初産婦の産後１週間前後の産後の疲労感尺度の
平均合計点は，先行研究では87.1±16.7点であり

（山﨑，2016），A氏の退院前日の68点および産後 
1 か月までの数値は心身ともに順調な経過である
といえる。しかし，育児不安や自信のなさなどの
育児上のネガティブな経験を体験していた母親の
71.3％は疲労感を自覚しており，（久世ら，2021）
また，睡眠不足などの睡眠の問題が憂うつ感や不
安感と正の相関があることから（安達ら，2018），
産後1か月までの産褥早期の母親の疲労感は，メ
ンタルヘルスの上からも重要な指標であると考え
る。実際に，A氏も産後3週目ごろから<自分がや
らねばと思うと余裕が無なくなる>＜周りに対し
てイライラすることが多くなる＞という今までの
感覚と明らかに異なる精神的な変化に気づき，「疲
れかもしれない」と捉えていた。A氏の場合，産後
の疲労感尺度の下位尺度得点の推移から，精神的
ストレス状態が強くなったことが「余裕の無さ」

や「苛立ち」として現れたと考える。
疲労感は，発熱，痛みとともに身体の恒常性の

乱れを知らせる三大アラームの一つであるが，出
産後から児とともに過ごし，2～3時間ごとに授乳
を行い，疲労状態が持続している母親にとって，
疲労感の変化を痛みや発熱のような身体反応とし
て自覚することは難しい。しかし，今回のA氏の
体験から，産後の母親が育児等で疲労感が蓄積す
る生活の中で，「余裕の無さ」や周囲への「苛立ち」
を自覚することが，産後の疲労感が増強した指標
となることが示唆された。

これらのことから，出産後の保健指導などで「余
裕の無さ」や「苛立ち」を感じた時に，産後の疲労
感尺度を用いてセルフモニタリングを実施するよ
う情報提供することにより，母親自身が自分の心
身の状態を客観的に知る機会となり，産後のセル
フケア行動につなげることができるのではないか
と考える。

2. セルフモニタリングによる客観的な疲労感

の把握と行動の変化

セルフモニタリングは，自らの状況を把握する
というセルフマネジメントの最初のステップに該
当し（服部，2010），具体的で客観的な気づきをも
たらすと言われている（岩本，1997）。A氏は，産後
3週目に周囲への苛立ちがきっかけとなり，疲労
感の変化に気づき1回目の測定を行うと，産後の
疲労感尺度の点数と苛立ちの自覚が一致したこと
で合点がいき，何となく感じていた疲労感が心の
疲れであると実感できた。

そして，A氏は，産後の疲労感尺度の数値を用
いて，夫に自分の心身の状態を伝えると，夫はそ
の数値の変化からＡ氏の心身の疲労状態を理解し，
A氏にもっと周囲に頼ることを勧めるなどの情緒
的な支援を行なっていた。疲労感の変化や自分の
感情を相手に理解してもらえる様に伝えることは
難しいが，産後の疲労感尺度を用いれば，数値で
経時的な変化を客観的に伝えることが出来る。A
氏は，自分の疲労感が強くなったことを数値で説
明したことで，夫は数値の変化で妻の心身の状態
の変化を把握しやすくなったのではないかと考え
る。また，A氏は，自分が自覚している疲労感を夫
も同じように理解してくれたことにより，休息を
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取ることの大事さがわかり，疲労感を軽減するた
めに周囲に援助を求めるなどのセルフケア行動に
つながっていったのではないかと考える。

3. 産後の生活に期待されるセルフモニタリン

グ効果

産後の母親が母親役割を獲得する過程において，
健康状態が悪かったり，家族の情緒的なサポート
が乏しいと，役割緊張（母親役割を満たそうとす
る際に感じる困難さ）が強くなるといわれている

（Mercer, 1985）。A氏は，セルフモニタリング→
測定値の分析→自分の疲労状態に応じた援助要請
という一連の行動により，周囲からのサポートが
増え，児や周囲に対して穏やかな気持ちを抱くこ
とができるようになった。この経験は，A氏の自
己効力感を高め，母親役割獲得過程を促進したの
ではないかと考える。

母親役割を達成する産後4か月ごろまでは，母
親自身で疲労状態をセルフモニタリングを行い，
自分の疲労状態を客観的に把握し，自分の疲労状
態に応じたセルフケア行動を取ることが何よりも
重要であると考える。

V. 研究の限界と今後の課題

今回は，セルフモニタリングを行った１名の報
告であるため，セルフモニタリングを行うための
動機となる産後の疲労感の増強を母親がどのよう
に自覚しているのかを確認するために，研究対象
者を増やして検討する必要がある。

VI. 結語

１．「余裕の無さ」と「苛立ち」は，産後の疲労感が
増強した時の指標となることが示唆された。
２．産後の疲労感を客観的に測定することで，現
在の自分の心身の状態に関心が向けられ，余裕を
もたらすためのセルフケアや周囲への援助要請行
動につながった。
３．余裕が生まれることで、母親の精神状態が安
定し，児に対して穏やかな気持ちになれることが
確認できた。
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南九州地方１県の漁村における高齢女性の育児経験者が語る 
母親としての育児を巡る体験

Experience of child-rearing of mothers through analysis 
of elderly women’s narratives in the fishing village of one 

prefecture of South Kyushu region

荒武亜紀 1），野間口千香穂 1），松岡あやか 1）

Aki Aratake, Chikaho Nomaguchi, Ayaka Matsuoka

Abstract
Child care in local communities could be further supported with suggestions on child- rearing and 

child-rearing environments for the society of today. Accordingly, the objective of this study is to eluci-
date narratives on child-rearing and the child-rearing environment from elderly women’s with personal 
experience of child-rearing in fishing villages. The semi-structured interviews with nine women aged 80 
or above who lived in fishing-industry-dominated areas and had experience of child-rearing provided data 
for analysis. The results of the analysis indicated six categories: “neighborhood ties”, “responsibilities of 
family heads for safeguarding children and the family business”, “cultivate child-rearing ability through 
caring for children from a very early age”, “incorporating child-rearing into daily activities”, “explaining lo-
cal community rules to children”, and “promoting and preserving child health.” “Neighborhood ties” had a 
dual significance in the child-rearing environment; mothers were supported in their parenting role at the 
same time as being in a setting where child-rearing ability could be cultivated through experience.

Narratives focusing on the role of the mother emphasized the progressive socialization of children 
and the support for child care in the local community provided by people in the neighborhood. Maternal 
child-caring became a natural act in the mother’s own upbringing, based on frequent experiences of reg-
ularly looking after younger siblings as a part of life from a very young age. Accordingly, this analysis 
suggests that child care needs to be implemented as a function of the local community. Furthermore, the 
strengths and nature of the relevant local community can underpin a community-based integrated care 
system capable of responding to local diversity. We also suggest that the reinforcement and collaboration 
entailed in such a system are vital for child care in local communities.
キーワード：漁村，育児，近隣の絆，地域コミュニティ，高齢女性
 fishing villages, child-rearing, neighborhood ties, local communities, elderly women

.1）　宮崎大学医学部看護学科.子育て世代・子ども健康看護科学講座

. Department.of.Maternal/Child.Health.Nursing.and.Midwifery,.Faculty.of.Medicine,.University.of.Miyazaki

I. 緒言

現代社会において，親たちの育児不安や子育て支
援への課題がある。この背景には，少子化，核家族
化に伴い，幼少期からの親準備性を育む機会の減少

（岡本他，2004；柏木，1996）や人間関係の希薄化，地
域社会の結びつきが脆弱になり，世代間で継承すべき
育児方法や知恵の衰退を引き起こしていること（寺本
他，2015）があげられる。さらに，近年増加の共働き世
帯，男性の労働時間の増加，夫の単身赴任に伴う母
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漁村における高齢女性の母親としての育児を巡る体験

親のワンオペ育児，離婚による母子世帯（厚生労働省，
2017）など多様な家族の形態は，家族内でのサポート
を得にくい状況をもたらしている。「少子化対策プラス
ワン」計画（厚生労働省，2002）では，“地域における子
育て支援の充実”，“社会保障における次世代支援”と
して，子どもの健康を守り，心身ともに健やかに育てるこ
とを支援する子育て環境づくりを地域一体となり取
り組むことが推進されてきた。しかし，名須川ら（2015）は，
祖父母世代は子どもに対する地域社会のしつけ力が
低いことや母親一人に子育ての負担がかかっているこ
とを認識していると報告している。加えて，地域での子
育て支援環境づくりに対して，男女差なく各世代ともに8
～9割が地域の支えが重要（内閣府，2015）だと考えて
いる。また，厚生労働省（2009）は，地域子育て支援拠
点事業等を通じた社会全体で子育て支援を促す試み
を推進している。しかし，各地域の子育て支援のため
の取り組みは，必ずしも多様な家族形態に応じて，子育
てを支えるための新たな地域コミュニティの構築に至っ
ておらず，地域一体となった機能を果たすためには，地
域コミュニティでの子育て支援ニーズに合わせた取り
組みや連携などの課題が残されている。

そこで，沖合漁業の発達に伴い（竹内，1991），男
性が長期間出漁することで家に不在となり，さま
ざまな地域活動を女性が中心となり担っていた（関
他，2012），かつて漁村であり，現代も地域コミュ
ニティ機能が残るA県での育児と育児環境から，
現代社会で増加のひとり親や母親のワンオペ育児
による仕事と育児や家事などの過剰な負担を軽減し
ていくための地域コミュニティでのニーズに合わせた
子育て支援に関する手がかりを得たいと考えた。

以上より，本研究の目的は，漁村地域における
育児経験者である高齢女性が語る育児体験と育児
環境を明らかにし，現代社会の育児や育児環境に
おける地域コミュニティでの子育て支援に関する
示唆を得ることである。

II. 用語の定義

「育児」とは，小児看護辞典（2007）を参考に，母
親自身の出産後から小学生までの間に行っている
子どもの基本的生活習慣の自立をはかり，子ども
が社会に適応すべく能力を育む行為，とした。
「子育て支援」とは，小児看護辞典（2007），田井

（2019）を参考に，子どもが心身ともに健やかに育
つために，子どもを育てる家庭を地域コミュニティ
で行う支援，とした。
「地域コミュニティ」とは，総務省コミュニティ研究

会の定義（2007）を参考に，地域で生活するなかで顔
の見えるコミュニケーションを通した人と人とのつな
がりによって，その地域のさまざまな活動を主体的に
行う集団，とした。

III. 研究方法

1. 研究デザイン

本研究では，近隣の絆が強固な地域特性をもつ
なかで行われた年齢が80歳以上の高齢女性の育児
体験を明らかにするため，半構造化面接を用い質
的記述的研究デザインを用いて実施した。

2. 研究対象者

A県の水産業を営む地域コミュニティに幼少期
から在住し，その地域コミュニティでの育児経験
を語ることが可能であり，年齢が80歳以上の高齢
女性（以下，高齢女性）を研究対象者とした。年齢
を80歳以上に設定した理由は，A県の水産業を営
む近隣の絆が強固な地域コミュニティに幼少期か
ら在住していることで，日常の暮らしの営みなか
で，多世代間での関わり合いや継承の機会を多く
経験し，その地域コミュニティでの豊富な育児経
験を語ることができると考えたためである。

3. データ収集方法

研究対象者への協力依頼は，A県在住の漁業関
係者に研究の趣旨を説明し，対象者11名を紹介し
てもらい研究者が直接連絡を取った。研究参加協
力依頼は，口頭と文書にて説明を行い，自由意思
にて研究に参加を表明した研究対象者は，9名で
あったことから，9名を研究対象者として決定し
て，面接日程を調整した。データ収集は，2015年10
月から2016年2月にインタビューガイドを用いて
半構成的面接を行った。最初にインタビューを実
施する地域コミュニティに在住する漁業組合の婦
人会メンバーにインタビューによる予備調査を実
施し，その内容を基に，今回のインタビューガイド
を修正した。さらに，データ分析のプロセスで抽
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出された意味内容に基づき適宜インタビューガイ
ドを修正し，次のインタビューを行うよう努力し
た。インタビューの主な質問内容は，まず，フェー
スシートを用いて対象者の属性として，年齢，漁
業の内訳、出生数，初産年齢，初産西暦，などを聴
取した。次に，インタビューガイドに沿って，きょ
うだいを世話した経験の内容，育児の工夫，育児中
の協力体制，育児における親との関係，地域コミュ
ニティや家庭での育児継承内容や方法，地域コミュ
ニティ活動，地域コミュニティのあり方・考え方な
どを語ってもらった。面接内容は，本人の許可を
得てICレコーダーに録音した。面接回数は1人1回
で，平均面接時間は90.4±14.9分であった。

4. データ分析方法

録音データから個人ごとに逐語録を作成し，データ
は個人が特定されるような表現は避け記号化した。次
に，作成した逐語録の要約を対象者にインタビューの
実際と隔たりがないか口頭で確認し承認を得た。デー
タを繰り返し読み，高齢女性の育児経験に関する体験
内容から，地域コミュニティや育児環境との関連に関
する内容を抽出し，意味のあるまとまりでコード化した。
コードの意味の類似性と相違性について継続的比較・
検討し，生データとの整合性を確認しながらサブカテゴ
リーとした。サブカテゴリー間の関連性を考慮しながら
カテゴリーへと抽象化した。データ分析のすべての過
程において，研究者間でのカテゴリーの一致が得られ

るまで検討や修正を繰り返した。さらに，母性看護学お
よび小児看護学の専門家や質的研究の経験者から
スーパーバイズを受け，分析内容や分析方法について
検討や修正を行い，信頼性と妥当性の確保に努めた。

5. 倫理的配慮

宮崎大学医学部医の倫理委員会の承認(承認番
号:第2015-107号)を得て実施した。対象者に本研
究について直接説明する承認を得た後，最初に研
究参加を断っても不利益を被らないことを説明し
た。本研究の目的と内容，研究参加と中断の自由，
プライバシーの保護，研究結果の公表について口
頭と文書で説明し，書面にて同意を得た。加えて，
面接は対象者の予定に合わせて希望する日時とし，
面接場所は，対象者の自宅あるいは希望する自宅
周辺で行い，その際は個室を使用した。途中休憩
を交えることで心理的，身体的な負担とならない
よう配慮した。さらに，対象者は高齢女性のため，
研究者から対象者に家族への説明希望の有無を確
認し，説明希望時は研究者から家族へ本研究の趣
旨を口頭と文書で説明し承認を得た。

IV. 結果

1. 研究対象者の背景

研究対象者は9名であった（表１）。データ収集
に際し，研究対象者9名のうち，研究除外者や中

漁村における高齢女性の母親としての育児を巡る体験

表1.　研究対象者の背景

研究対象者 年齢

(歳)

漁業の内訳

（船主）

同胞数

（人）

出生数

(人)

初産年齢

(歳)

初産西暦

（年）

面接時間

（分）

A 80 マグロ漁業 2 2 20 1955 92

B 82 マグロ漁業 2 3 21 1954 92

C 92 マグロ漁業 11 4 24 1948 92

D 82 定置漁業 8 5 23 1957 94

Ｅ 84 定置漁業 6 3 24 1955 108

F 87 カツオ漁業 6 4 21 1950 69

G 85 カツオ漁業 9 4 24 1955 66

H 91 定置漁業 8 5 21 1946 86

I 83 カツオ漁業 2 2 2 1955 115

平均±SD 85.1±3.9 6±3.2 3.6±1.1 22.2±1.5 90.4±14.9
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断者はいなかった。年齢は80歳から92歳(85.11±
3.90)，同胞数は2名から11名(6±3.2)，対象者の出
生数は2名から5名(3.56±1.07)であった。研究対
象者9名の夫はすべて船主であり，漁業の内訳は，
マグロ漁業，カツオ漁業，定置漁業であった。その
ため，夫は遠洋漁業や近海への出漁が多く，日常
的に育児に参加できる状況ではなかった。

2. 漁村における高齢女性の母親としての育児

を巡る体験

高齢女性が体験した育児の語りから分析した
結果，母親としての育児体験について，245コード
を抽出し，23サブカテゴリーと6カテゴリーに分
類された（表２）。以下，文中では，カテゴリーを 

【   】，サブカテゴリーを《   》とし，インタビュー
中での語りを引用する場合は「   」，データ補足説
明を（   ），カテゴリーを示す定義を『   』で示した。

表2.　漁村における高齢女性の母親としての育児を巡る体験

カテゴリー サブカテゴリー コード数

近隣の絆 （91）

31家族も隣人も子どもに関わる

22生活のなかでの近隣との連帯

13

10

互いの子どもを自分の子どものように「育て―
育てられる」育児

子どもの伝統儀式を通した協同

9共通の文化伝承行事活動を通した隣人との紐帯

6子どもと体験を共有する日常的な関わり合い

26

家業や子どもを守る家長とし

ての役割を背負う （54）

船主の妻・母親として日常生活を仕切る

13親として全責任を負う

9常に父親の存在を感じられるようにする

6自分で全てのことを決断する

19

幼少期から子どもを世話し育

児力を培う（36）

たくましく生きる糧を得る

9自分のきょうだいを日常的に世話する

6相手の気持ちや意思を推しはかり行動する

2社会的規範を身につける

日常生活に組み込まれた育児

（34）

17特別なことをしない子どもの食事

9子どもを見ているとわかる

6多忙の合間に準備する子どもの生活必需品

2子どもに合わせた生活時間

9
子どもに地域コミュニティの

ルールを伝える（18）
6

地域コミュニティでの社会的規範を伝える

子育ての価値観

3近隣関係にある恥意識

子どもの健康増進・維持

（12）

10子どもの健康に注意を払う

2子どもが病気の時の世話の工夫

コード総数：245（ ）内の数値はカテゴリーのコード数を示す



31南九州看護研究誌.Vol.20.No.1（2022） 漁村における高齢女性の母親としての育児を巡る体験

表１に記載した研究対象者9名をA～Iで示し，ま
ず，作成したカテゴリー間の関係について説明する。

高齢女性は，体験した母親としての育児につい
て，夫不在の暮らしにおいて【家業や子どもを守
る家長としての役割を背負う】とともに【子どもに
地域コミュニティのルールを伝える】【子どもの健
康増進・維持】が地域コミュニティでの暮らしにお
ける育児のなかで重要な親役割であると認識して
いた。このことは，血縁や地縁による結びつきの
強固な【近隣の絆】をもつ地域コミュニティである
からこそ母親にとって大切であった。また，子ど
もの世話は【日常生活に組み込まれた育児】であり，
これは母親として育児を行うまでに獲得した【幼
少期から子どもを世話し育児力を培う】経験を基
盤として行われ，【近隣の絆】のなかで近隣住民に
支えられるとともに，その地域コミュニティのな
かで育児力をさらに培いながら育児が行われてい
た。したがって，母親にとって【近隣の絆】は，親役
割を果たすことを支える育児環境であり，同時に
育児力を培う経験の場としての育児環境という二
重の意味があった。
1）. 暮らしの営みにおける育児と育児環境

【近隣の絆】
『日常的に家族も隣人も互いの子どもに関与し，

伝統儀式や文化伝承行事活動を通した結びつきの
ある生活環境』である。このカテゴリーは，《家族
も隣人も子どもに関わる》《生活のなかでの近隣と
の連帯》《互いの子どもを自分の子どものように「育
て－育てられる」育児》《子どもの伝統儀式を通し
た協同》《共通の文化伝承行事活動を通した隣人と
の紐帯》《子どもと体験を共有する日常的な関わり
合い》の6つのサブカテゴリーで構成された。地域
コミュニティのなかには，どこの家庭にも子ども
がおり，子どもの世話は，「ばあさんがみてくれよっ
たかいな(祖母がみていたから)[H]」と主に祖母が
行っていた。加えて，隣人が「子をかわいがっくだ
り，おったっちゃわ(子どもをかわいがって，くだ
さってね)[F]」と母親が育った幼少期から続く漁
村地域コミュニティとしての機能をもち，《家族
も隣人も子どもに関わる》など多様な子育ての担
い手が身近に存在していた。町内での生活は「み
んな親戚のような付き合い。何でもあったらすぐ
飛んで来てくれる(何かあればすぐに来てくれます)

[B]」と血縁や漁業を中心としたつながりは，同時
に地域住民の強いつながりであり，助け合う生活
であった。また近隣の漁師が「魚を振る舞って，お
酒を飲ませたり，なんたりな(いろいろありまし
たよ)[E]」と近隣地域の漁業者との交流があり，血
縁や地縁による相互扶助が形成され，暮らしの一
部をともにすることで気心のしれた間柄となり《生
活のなかでの近隣との連帯》があった。地域コミュ
ニティのなかでは，日常的に近隣住民が子どもに
関わり「自分の子どものように育ててきたとよ(の
よ)。怒るときには怒って[G]」というように，子ど
もの名前を聞くだけで，どのような子どもである
か，またその子どもの親や祖父母の人となりまで
分かることから，住民の誰もが子どもを叱り，見
守ることで互いの子どもに関与し，地域コミュニ
ティのなかでしつけがなされることで，《互いの
子どもを自分の子どものように「育て－育てられ
る」育児》となっていた。子どもは，リヤカーを引
き，水揚げに携わるなど，日常的に近隣住民との
関わりがあった。また，休日になると，母親の一人
が自分の子どもも近隣の子どもも含め，海に遊び
に連れて行き「みなをな(みな貝をね)，獲って。そ
れを炊いた出汁で野菜を入れてかい(入れてから)，
それを磯で食べよった(食べていたのよ)[I]」とそ
の場で取れた魚介類を調理し食事にするなど，地
域コミュニティの子どもは，近隣の誰かが世話し，
日常生活の営みのなかで《子どもと体験を共有す
る日常的な関わり合い》があった。子どもの成長
に関する通過儀礼である「お宮参りとか100日の
お祝いとか，名づけ祝い[A]」などを夫の出漁中も
近隣住民で《子どもの伝統儀式を通した協同》によ
り，子どもの幸福を願い執り行っていた。この地
域コミュニティでは，町内毎にさまざまな祭りが
執り行われており，ある町内では「お神酒あげっ
ていってな，お祝い事が年に2回。自分所でちゃん
として構えなんかったっちゃわ(食事の用意をし
なければいけなかったのよ)[F]」と地域住民が，町
内の各家を巡りご馳走を食べ，町内の安全と健康，
豊かさを願い祭りを執り行い，それを楽しむこと
で地域コミュニティとしての絆が育まれていた。
そのうえ，冠婚葬祭の折には「家の座敷で。お膳ば
いを(お膳を)出さないかんかった(料理を用意し
てもてなしていたのよ)[E]」とさまざまな行事毎
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に近隣住民がその家に集まり手助けすることによ
り，さらに親密な間柄としてつながり《共通の文
化伝承行事活動を通した隣人との紐帯》の強固な
地域コミュニティが形成されていた。
2）. 高齢女性の母親としての育児と育児環境

（１） 【家業や子どもを守る家長としての役割を背
負う】

『夫不在における家長の役割として暮らしを守
るために全責任を引き受け，日常生活を仕切るな
かで，常に子どもに父親の存在を意識させ最終的
に自分で全てを決断する』ことである。このカテ
ゴリーは，《船主の妻・母親として日常生活を仕切
る》《親として全責任を負う》《常に父親の存在を意
識させる》《自分で全てのことを決断する》の4つの
サブカテゴリーから構成された。母親は，夫が出
漁中のため，子どもを育てる上で全ての事を任さ
れ「自分で責任もたんとな[D]」と《親として全責
任を負う》ことを引き受けていた。加えて，漁船の
権利獲得について「その漁権がないと，一航海も
できんと(できないから)。自分で判断して買うた
と(買ったのよ)[B]」。船員は，「二十何人つこちょっ
て(雇っていて)。取り仕切らんといかん訳やがな
(取り仕切る必要があるのですよ)[A]」と高度成長
期において，船主の妻と一資本家である経営者と
しての役割も併せ持ち《船主の妻・母親として日常
生活を仕切る》暮らしであった。夫は帰漁すると，
子どもに「絶対に母ちゃんに心配をかけるなよ，
悪さはするなよ[I]」と言い聞かせていたことから，
母親が夫の出漁中に「父ちゃんが帰ってきたら，
父ちゃんも(謝りに)連れて行かな，ならんやろ(行
かないといけなくなるでしょ)[I]」と繰り返し子ど
もに言い聞かせることで《常に父親の存在を意識
させる》とともに，子どもに寂しい思いをさせな
いように努めていた。そして，これらの役割は《自
分で全てのことを決断する》ことで果たされてお
り，親として「子どもを育てんならんし(育てない
といけないですし)，相談したいことを相談できん
し(相談することができないですし)，決断せんと
いかんがな(決断しないといけないでしょ)[A]」と
最終的に自分で稼業や子どもに関する決断を行う
と同時に責任も引き受けていた。

（２）【幼少期から子どもを世話し育児力を培う】
『幼少期から日常生活のなかで生きる力を育む

ことやきょうだいを世話する経験を通じて推測し
振る舞いを身につける』ことにより，母親自身の
育児を行うまでの間に育児力につながる経験のこ
とである。このカテゴリーは，《たくましく生きる
糧を得る》《自分のきょうだいを日常的に世話する》

《相手の気持ちや意思を推しはかり行動する》《社
会的規範を身につける》の4つのサブカテゴリーで
構成された。母親自身の幼少期の暮らしは，戦時
下であり，自給自足の生活であることから，家庭
での手伝いは「水道があるわけでもなし(水道も
ないし)，遠い所に水を汲みに行かんならんかった
(行かなければならなかった)[F]」など自分のでき
る労働を担っていた。日常の遊びは，大勢の異年
齢の子どもと「縄跳び，おはじき，山登り，かくれ
んぼ[H]」など外遊びのなかで，主体性や豊かな人
間性を育んでおり《たくましく生きる糧を得る》経
験となっていた。弟や妹が風呂から上がると自分
の母親から「着物着せんか，何せんか(着物を着せ
て。あれをして)[D]」と言われながら風呂や排泄の
世話をしたり，小学校への通学や友達と遊ぶ時で
も「赤ちゃんかろうて行ったり遊んだり(背中に
おんぶして行って遊んでいた)[B]」と子守など日
常的に自分の母親から弟や妹の世話を指示されつ
つ，自分で試行錯誤しながら《自分のきょうだい
を日常的に世話する》経験の蓄積があった。暮ら
しのなかで，自分の母親の稼業や子育てを目の当
たりにしたり，きょうだいの世話をしたりするこ
とで，「おっかさんは，忙しかったとよ(お母さんは，
忙しかったのよ)[F]」と子どもながらにその場の
雰囲気を感じ取り，身近な人との関わり合いによっ
て自分がどのように行動すればよいのか《相手の
気持ちや意思を推しはかり行動する》ことを学ん
でいた。暮らしのなかで「自然と上んもんが下ん
もんに教えて(年上が年下に教えて)。下んもんも
(年下の子どもも)自然に覚えて[D]」と友人や異年
齢の子どもとの関わりを積み重ねることで地域コ
ミュニティに必要な振る舞いにつながる身近にあ
る経験を通して《社会的規範を身につける》経験を
蓄積していた。

（３）【日常生活に組み込まれた育児】
『幼少期から日常的に子どもを世話した経験の

蓄積により，子どもの世話や生活時間が自然と日
常生活の一部として営まれる』ことである。この
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カテゴリーは，《特別なことをしない子どもの食事》
《子どもを見ているとわかる》《多忙な合間に準備
する子どもの生活必需品》《子どもに合わせた生活
時間》の4つのサブカテゴリーから構成された。乳
児期の離乳食は，重湯より開始し，次に，野菜や魚
など「汁だけ[D]」「かぼちゃを潰して[H]」と家族
と同じ食事内容で調理方法を工夫し，子どもが摂
取しやすいように柔らかくするなど形状を変化さ
せた《特別なことをしない子どもの食事》であった。
母親としての初めての育児でも，たとえば，排泄
時は「顔が違うがな(顔が違うから)[F]」，「お尻あ
げて[E]」といった子どもの表情や行動を注意深く
観察しており，子どもの態度から排泄サインを読
み取り，トイレに連れていくことを繰り返すこと
によっておむつを外していた。このように，母親
自身の育児は，幼少期から日常的に弟や妹を世話
する経験の蓄積により《子どもを見ているとわかる》
というように，子どものサインに応答する力を幼
少期からの経験から自然に身につけ子どもを世話
していた。日常の暮らしを仕切るなかで出産準備
として「ちゃんと作っちょかんと(きちんと準備
していないと)いざできた時にいかんかい(出産時
に困るといけないから)[E]」と不要の浴衣をおむ
つや肌着に作り直すことや，子どもの衣類を繕う
など《多忙な合間に準備する子どもの生活必需品》
として日常生活を仕切りながら整えていた。子ど
もの起床は，毎日「朝は炊事しよったら起きっく
かい，ご飯食べさすっとよ(炊事をしていたら起
きてくるのでご飯にするのよ)[D]」と子どもの起
床時間を予測しながら朝食準備をしており，生活
リズムを意識的に作らなくても《子どもに合わせ
た生活時間》となっており，おのずと規則正しい
基本的生活習慣の獲得につながる暮らしであった。

（４）【子どもに地域コミュニティのルールを伝える】
『子どもに対して地域コミュニティにおける近

隣関係を意識し，子どもに社会の一員としての意
識をもたせる』ことである。このカテゴリーは，《地
域コミュニティでの社会的規範を伝える》《子育て
の価値観》《近隣関係にある恥意識》の3つのサブカ
テゴリーから構成された。母親は，子どもに「人に
迷惑をかけたらいかん(いけない)[I]」と繰り返し
言い聞かせ行儀をしつけていた。加えて，人に怪
我を負わせる危険な遊びと判断すると子どもを「叩

いてもらっち(叩いてから)，痛いどがっち言うて
かい(痛いでしょって言ってね)。人も痛いっちゃ
かい(痛いので)，怪我さすんもんじゃねぇど(怪
我をさせるものではないよ)[E]」と痛み感覚を子
どもに体験させていた。さらに，母親は，子どもに
是非善悪の判断能力を習得させるために，「母ちゃ
んが頭を下げに行かないかんことは，しなさんな
(お母さんが謝りに行かないといけないようなこ
とは，したらいけません)[I]」とこの地域コミュニ
ティの一員としての意識をもたせるよう繰り返し
言い聞かせ，常に近隣を意識して，家庭のなかで

《地域コミュニティでの社会的規範を伝える》こと
で子どもの行儀をしつけていた。地域コミュニティ
での暮らしにおける《子育ての価値観》は，育児に
おいて重要な判断基準であった。母親は，子ども
が近隣住民に迷惑をかけないために「曲がったこ
とを言わない[G]」ことや「人に迷惑かけない[D]」
ことを重視し，信念をもち育児を行っていた。母
親は「自分の子どもが何しちょった，かにしちょっ
た(あんなことしていた，こんなことしていた)と
いろいろ言われるのが好かん(いろいろ言われる
のが嫌だ)[G]」と近隣住民から自分の子どもの行
儀に関して指摘されるのは，恥ずべきことである
と《近隣関係にある恥意識》を強くもつとともに，
子どもが家の外で恥をかかないで済むように近隣
関係を意識し，母親は，子どもの行儀をしつける
ことを重視していた。

（５）【子どもの健康増進・維持】
『常に子どもの健康に注意を払い，世話を工夫

することで健康増進に努める』ことである。この
カテゴリーは，《子どもの健康に注意を払う》《子
どもが病気の時の世話の工夫》の2つのサブカテゴ
リーで構成された。母親が，夫の出漁中は特に，子
どもが健康で過ごせるように「外ん空気を吸わすっ
といかん(外気に触れさせるといけない)[D]」と風
邪をひかせないよう気づかっていた。そして，子
どもが発熱すると夫不在時に「死んだらどうしよ
うかと思って[I]」と常に不安な思いを抱きながら，
すぐに病院を受診するなど《子どもの健康に注意
を払う》ことで子どもの体調管理に努めていた。
母親は，自分自身の幼少期からの経験や近隣住民
とのやり取りを通して「子どもがはしかをすれば，
隣もはしかをすっかい(はしかにかかるから)[D]」
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と自分の子どもが麻疹罹患時であっても，近隣の
子どもも一緒に世話をしていた。しかし，「赤ちゃ
んだけは，ほかん所に寝て(他の場所に寝かせて)
[G]」と乳児が感染し，重篤化しないように隔離す
るなど《子どもが病気の時の世話の工夫》により，
いのちに関わる病気から子どもを守っていた。

V. 考察

漁村地域における育児経験者である高齢女性が
語ったのは，1946年から1957年の戦後復興や社会
制度が制定されていく時代での育児体験と育児環
境であった。この時代は，1937年に母子保護法が
制定され，1938年に厚生省設置となり，児童保護
が積極的に推進された。戦後は，戦災孤児の保護
対策，1948年に児童福祉法が施行され，1947年か
ら1950年は第一次ベビーブームであった。現代社
会とは，社会背景の違いや限定した地域での育児
体験と育児環境であるため限界はあるが，漁村に
おける高齢女性の母親としての育児を巡る体験と
地域コミュニティでの子育て支援について考察する。

1. 近隣の絆に支えられ暮らしを維持するため

の母親が担う親役割

この地域コミュニティは，古くからの漁村であ
るため，漁村共同体として強固な連帯性により，
生活や行動を強く規制している（山岡，1965）とい
う特徴があると考えられる。母親は，夫不在の暮
らしのなかで【家業や子どもを守る家長としての
役割を背負う】という産業の担い手として経済活
動などの主要な役割をも担っていた。そのため，

【近隣の絆】を維持することは，暮らしの基盤とな
ることであり，それは同時に社会とのつながりと
して維持しなくてはならないものであった。した
がって，母親にとって家庭で子どもの行儀をしつ
けることは，子どもが地域コミュニティの一員と
して期待される振る舞いを身につけ，近隣住民に
認められるために親としての責任を果たすことで
あり，肝要であったことが考えられる。このこと
から，母親は，地域コミュニティでの夫不在の暮
らしにおける育児のなかで特に重要な親役割とし
て，語りの中心に【子どもに地域コミュニティの
ルールを伝える】ことや【子どもの健康増進・維持】

について語ったと考える。
当時の漁村社会は，共同体的性格を強く残存し，

漁場の共同利用を通じて，地理的孤立性・閉鎖性，
内部的な親族結合の強固さ，共同防御・共同扶助
の慣行などにより一層強化される（山岡，1965）と
明らかにされている。この地域コミュニティでも
同様に，生活共同体として強固な絆をもち，夫不
在の暮らしにおいて，地域活動を女性が中心とな
り担うことで相互扶助が形成されていた。母親は，
水揚げや田畑など多様な活動をしており，その多
様な場において，子どもは，手伝いを通じて多く
の大人と直接関わる機会が日常的に身近にありふ
れていた。この地域コミュニティでの暮らしにお
いて，近隣住民が日常的に子どもに関与すること
は，ごく自然なことであり，父親が日常的に育児
に関われる機会が少なくても，祖父母や隣人など
の多様な子育ての担い手となる【近隣の絆】によっ
て母親の育児が支えられていたことが示された。

2. 近隣の絆に支えられ幼少期から日常的に

培われる子どもの世話

当時の地域コミュニティにおける暮らしは，水
場や風呂など共同で利用する機会が日常的に多く，
母親の情報交換の場であるとともに育児を学ぶ多
様な場が身近に存在していた。さらに，地縁によ
る結びつきが強く，近所づきあいもあり，親以外
の地域コミュニティで生活する大人たちみんなで
育児を行っていた（大日向他，2005）。この地域コ
ミュニティも同様に，地域住民の暮らしそのもの
が，血縁や地縁による相互扶助関係の【近隣の絆】
をもち，地域コミュニティが一体となって子ども
と親を見守るための子育て支援のシステムとして
機能していたことが示された。また，幼少期から
日常的に自分の弟や妹の世話，家庭での手伝い，
異年齢の子どもとの遊びのなかに子守が組み込ま
れた生活（森尾，2002）のなかで，身近な誰かに子
どもの行動や反応を解釈することを助けられたり，
教えられたりすることを繰り返すことで，子ども
が表出する態度や行動から，ニーズを読み取る体
験を蓄積していた。ゆえに，母親自身の育児は，【日
常生活に組み込まれた育児】となっており，これ
は【幼少期から子どもを世話し育児力を培う】経験
を基盤とし，地域コミュニティとしての【近隣の絆】
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に支えられ親準備性が養われることで，母親自身
の育児は自然な営みとなっていたと考える。した
がって，高齢女性にとっての子どもの世話は，日
常の暮らしのなかで幼少期から生涯にわたり子育
てに携わることで育児力が培われていた。

3. 現代社会における子育て支援への示唆

漁村共同体としての地域コミュニティ機能をも
つ育児環境のなかで，母親は夫不在の暮らしにお
いて，強固な【近隣の絆】に支えられることにより，
子どもが社会の一員としてどのように行動してい
けばよいのか，繰り返し伝えることや体験させる
ことで子どもの社会化を進めていた。さらに，日
常生活のなかで幼少期から子どもの世話を通じて，
子どものニーズを読み取り，応答する力を自然に
身につけていた。このことは，ひとり親家庭やワ
ンオペ育児が増加し，家族内のサポートを得にく
い現代において，地域コミュニティが一体となっ
て，子どもと親を相互扶助できるシステムとして
機能していくことが重要であることを示している。
しかし，地域コミュニティの喪失や現代社会の多
様化した子育て環境においては，日常生活のなか
で子どもと大人が交流できる機会を意図的につく
らなければ，多様な経験ができない時代である。
したがって，地域コミュニティのなかで異年齢の
世代や子どもの発達段階に応じて親同士が交流で
きれば，親は気軽に育児相談や育児について身近
に学ぶ機会が増加し，地域コミュニティのなかで
多様な親の状況や意向に合わせて支援が可能にな
ると考える。さらに，親にとっても地域コミュニ
ティの一員として成長することにもつながり，子
どもの社会化を育む機会が増加すると考える。ま
た，日常的な子どもの世話では，幼少期から長年
の体験による積み重ねが重要であり，地域コミュ
ニティのなかで，子どもの特性や基本的な世話を
学ぶ機会を意図的につくり，次世代育成として多
世代を交えて親準備性を養う教育機会を提供して
いくことが必要であると考える。

子育て支援では，その地域コミュニティの強み
や特性を踏まえ，身近な人々との日常の関わりの
なかで，子どもと親を相互扶助できる地域コミュ
ニティの機能として，地域自治体やNPO法人，ボ
ランティア団体を中心に地域住民と協力しながら，

地域活動を実践していく必要があり，多様な親の
状況や意向に応じて，多世代で互助・共助が可能
となる地域包括ケアシステムとして，多世代連携・
強化していくことの重要性が示唆された。

VI. 結語

高齢女性が語る育児は，【近隣の絆】という地域
コミュニティのなかで培った育児力を基に，夫不
在の暮らしのなかで子どもを育て，その地域コミュ
ニティのなかで子どもの社会化を育てる親役割を
果たすこととして語られた。したがって，子育て
支援では，その地域の強みや特性を踏まえ，子ど
もと親を相互扶助できる地域コミュニティ機能と
して地域活動を実践していく必要があり，多様な
親の状況や意向に応じて，多世代で互助・共助が
可能となる地域包括ケアシステムとして，多世代
連携・強化していくことの重要性が示唆された。

VII. 研究の限界と今後の課題

本研究は南九州地方１県という限定された地域
での結果であり，地域特性があるため一般化する
ことは難しい。さらに，育児は暮らしの営みその
もののなかで行われるため，高齢女性が一度に育
児全体を語るのは難しく，語りについて十分なデー
タが得られたとは言い難い。今後は，調査を継続
し研究対象者数を増やしていくことが課題である。
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 意義があると認められるもの。
　d. 資　　料：研究上重要な見解や記録を示しており、資料的価値のあるもの。教育活動報告・看護実践報 

 告などを含む。
　e. そ の 他：海外研修レポート，主催した地域貢献等の紹介等々，研究誌委員会が認めたもの。
2）上記は，他誌に発表されていないものとする。重複投稿は禁止する。
3）原稿は和文または英文とする。

3. 倫理的配慮

人および動物が対象の研究は，倫理的な配慮について，その旨を本文中に明記すること。

4. 原稿等の提出および受理

1）原稿（図表等を含む）の提出は原本 1 部と著者名及び所属，謝辞他投稿者を特定できるような事項を外してコピー
した査読用原稿 2 部を委員会に提出すること。

2）投稿原稿の採択が決定したときには，①投稿最終原稿，② Word ファイル（本文），③ Excel ファイル（図表等），
④ Word・Excel ファイルをPDF に変換したファイルを提出する。①は研究誌委員会メールボックス（総合教育
研究棟 5 階），②～④は研究誌委員会（kango_kenkyushi@med.miyazaki-u.ac.jp）にメールで提出する。な
お，各ファイルのファイル名は「該当年度 , 筆頭著者氏名」とする（例 ;R 〇年 , 〇〇）。

3）原稿等を提出する際には，コピーを手元に保管しておくこと。
4）提出時には別に定めるチェックリストを用いて原稿の点検・確認を行い，原稿に添付する。

5. 査読並びに採択

1）原稿の採否は , 査読を経て決定される。
2）原稿の査読は，2 名の査読者によって 2 回まで行うことを原則とするが，原稿の種類を変更した場合はこの限りで

はない。ただし ,「e. その他」は原則として査読は行わない。なお，査読者の名前は公表しない。
3）査読者間の意見に差異が著しい場合は , 委員会は , 査読者間の調整を行うことができる。
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6. 著者校正

原則として，著者による校正は２回までとする。校正の際の加筆・変更は原則として認めない。

7. 原稿執筆要領

1）原稿規定枚数および抄録等の規定頁数は，要旨，図，表，写真等を含め，下記の表に規定する。ただし，投稿
者からの申し出により，委員会が認めた場合は規定枚数を超えることができる。

2）原稿の形式
a. 原稿は，Ａ4 判の用紙を用いて，左右余白25ｍｍ，上下余白25ｍｍをとり，ワープロで作成する。
b. 和文原稿は40 字×40 行（1,600 字）とし,文字のフォントは明朝，サイズは10.5 ポイントとする。英文

原稿では，文字のフォントはTimes New Roman，サイズは11 ポイントとし，1 枚当たり30 行（300～
360words）とし，適切な行間をあける。

c. 図表等は，1点につき400字に数える。
d. 原稿には，頁番号を付与する。
e. 表紙には，表題・著者名・所属（講座まで）・キーワード（5 語以内）を日本語および英語（小文字）で記載す

る。また，ランニングタイトルと原稿の種類および図・表・写真の数を記す。ランニングタイトルは、25
文字程度とする。

3）本文
a. 原則として，Ⅰ．緒言（はじめに），Ⅱ．方法，Ⅲ．結果，Ⅳ．考察，Ⅴ．結語（おわりに）の順とする。
b. 漢字は必要ある場合を除き当用漢字を用い，仮名は現代仮づかい，送り仮名を用い，楷書で記述する。
c. 英数字は半角とし，数字は算用数字，度量衡の単位はm,cm,g,mg,ml,℃等を用いる。
d. 字体をイタリックにするところはその下に線を引くこと。
e. 外国人名，地名および適当な訳語のない外国語は原語もしくは片仮名で記載すること。

4）図，表，写真
a. 図・表・写真はそのまま印刷できる明瞭なものとする。
b. 表の罫線は横線のみとする。
c. 図・表・写真は余白に図1，表1，写真1 等の番号とタイトルおよび著者名をつけ，図・表・写真の縮小率を

一括して明記したものを本文とは別に添付すること。
d. 図・表・写真の挿入については，本文中の欄外余白に挿入場所を赤字で指定する。

5）文献
a. 本文中に著者名，発行年を括弧表示する。
b. 文献は著者名のアルファベット順に列記する。
c. 文献の記載は，下記の記載形式にしたがうこととする。
d. 著者名は3 名を超える場合は3 名を記載し，それ以上は「他」と省略する。
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【雑誌】著者名（西暦発行年）：論文表題，雑誌名，巻（号），始頁‐終頁
山田太郎，看護花子，宮崎ひむか，他（2002） ：社会的支援が必要なハイリスク状態にある高齢入院患者の
特徴，南九州看護研究誌，1（1），32‐38
Yamada,T., kango H., Miyazaki H. et al（2002）：Characteristics of elderly inpatients at high risk of nee
ding supportive social service,
The South KyusyuJournal of Nursing,1(1),32-38

【単行本】
・ 著者名（西暦発行年）：書名, 始頁‐終頁，出版社名，発行地
　研究太郎（1995）：看護基礎科学入門,23-52,研究学会出版，東京
・ 著者名（西暦発行年）：表題，編集者名（編），書名，始頁　終頁，出版社名，発行地
　研究花子（1998）：不眠の看護，日本太郎，看護花子（編）：臨床看護学Ⅱ，123‐146，研究学会出版，東京
Kimura,H.（1996）：An approach to the study of pressure sore，In：Suzuki，H.et al.(Eds): Clinical Nursi
ng Intervention,236-265,Nihon Academic Press，New York

【翻訳本】著者名（原書西暦発行年）／訳者名（訳本西暦発行年）：書名，頁，出版社名，発行地
Fawcett,J.（1993）／太田喜久子，筒井真優美（2001）：看護理論の分析と評価，169，廣川書店，東京

8. 著作権

著作権は研究誌委員会に帰属する。ただし，本誌に掲載された著作の著者が掲載著作を利用する限りに
おいては研究誌委員会の許可を必要としないものとする。

9. 著者負担費用

別刷及び図・表・写真の作成に要する経費については，著者負担とする。

附則
この規定の改正は，2003年9月17日から施行する。
この規定の改正は，2004年8月19日から施行する。
この規定の改正は，2005年6月20日から施行する。
この規定の改正は，2006年5月16日から施行する。
この規定の改正は，2008年6月24日から施行する。
この規程の改正は，2012年7月17日から施行する。
この規程の改正は，2014年11月18日から施行する。
この規程の改正は，2015年6月16日から施行する。
この規程の改正は，2020年6月16日から施行する。



　令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大が長期化する中、 
第 4 波で始まり、第 6 波がようやく収束の兆しをみせて新年度を迎えようとしています。世界中
でワクチン接種が進み、経口治療薬が承認されるなど対応策も整備されてきましたが、内閣府
の調査ではコロナ疲れを感じている人は 7 割を超えているそうです。この様な状況だからこそ、
看護の力を発揮する時なのだと思います。皆様の日頃の看護実践、教育、研究の成果をご発
表していただき、看護の質向上に役立てていただくことを願っています。
　令和 3 年度の南九州看護研究誌第 20 号は、教員の研究活動 2 編、大学院修了生の論文 
2 編、計 4 編を掲載しました。発刊にあたり、投稿して下さった皆様、査読して下さった皆様
方に委員一同、御礼申し上げます。 山﨑　圭子

編集後記

研究誌委員

責任者　　山﨑　圭子

副責任者　吉永　砂織

　　　　　吉永　尚紀
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